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令和５年度 第６回 理事会 
 

日時：令和５年１２月１９日（火） 

午後５時１５分～６時００分 

会場：よし邑 
 
次 第              ※資源保護のため、両面印刷している資料があります。 
 
第１部 理事会  午後５時１５分～６時００分 
 
Ⅰ．開会挨拶 
  ・会  長  森 田    稔 
  ・副署長  水 野 雅 史 
 
Ⅱ．定足数の確認 
 
Ⅲ．議事録署名人 

・監  事  平 澤 勇 彦 

・監  事  三原 寿太郎 

・監  事  浦 田 秀 明 

 
Ⅳ．議  題 

１. 審議事項 
（１）公益社団法人板橋法人会 職員就業規則の改正について【資料１】 
（２）公益社団法人板橋法人会 事務局設置規則の改正について【資料２】 
（３）電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程の整備について【資料３】 
（４）利益相反取引の承認について（新年賀詞交歓会）【資料４】 

 

２．各委員会報告 

（１）総務委員会所管事業【資料５】・・・・・・・・＜高津 副委員長＞ 
（２）事業研修・税制委員会所管事業【資料６】・・・＜松坂 副委員長＞ 
（３）厚生委員会所管事業【資料７】・・・・・・・・＜坂口 副委員長＞ 
（４）組織・広報委員会所管事業【資料８】・・・・・＜須藤 副委員長＞ 
（５）社会貢献委員会所管事業【資料９】・・・・・・＜吉田 副委員長＞ 

 

３．各ブロック報告 

 （１）第１ブロック・・・＜松坂 ブロック担当常任理事＞ 

 （２）第２ブロック・・・＜須藤 ブロック担当常任理事＞ 

 （３）第３ブロック・・・＜高津 ブロック担当常任理事＞ 

 （４）第４ブロック・・・＜坂口 ブロック担当常任理事＞ 

 （５）第５ブロック・・・＜吉田 ブロック担当常任理事＞ 

 

 

 

 

正
副
会
長
・
常
任
理
事
・

理
事
・
監
事 

森田、武居、姫野、瓜生、山上、奥積、 

須藤、吉田、高津、坂口、松坂、 

平澤、三原、関根、浦田、坂口 

萩原、松島、増渕、浅川、横田、篠、 

髙橋、山本、品川、榊原、鈴木、江口、 

柴、内田、榎本、伊藤、金子、 

伊澤、片岡、深川、野嵜、長谷川 
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４. 報告事項 
（１）令和６年度事業の検討【資料１０】 
（２）公益社団法人板橋法人会 理事等の選任・選定に係る基準の改正について 【資料１１】 
（３）加入増強報奨金支給規程の一部変更について【資料１２】 
（４）板橋交通安全協会への加入について 
（５）利益相反取引の報告【資料１３】 
（６）板橋製品技術大賞について【資料１４】 
（７）区長及び議長に対する税制改正要望活動【資料１５】 
（８）板橋Ｃｉｔｙマラソンについて【資料１６】 
（９）執行状況調書（９月末）について【資料１７】 
（１０）板橋区簡易型ＢＣＰ導入に向けての進捗状況について【資料１８】 
（１１）税理士会からの依頼事項について【資料１９】 
（１２）会員の状況（東法連報告数値）について【資料２０】 
（１３）次年度の総会日程について 
   ・令和６年６月６日（木）午後４時開催 板橋区立文化会館 

 
５．連絡事項 

  （１）正副会長会等審議予定について【資料２１】 
  （２）税務署よりキャッシュレス納付についてのお願いの申出がありました。 
 
 ６．その他 

 
 ７．出席監事による総評 

 

 

Ⅴ．次回理事会日程 

会 議 名 日   時 会   場 

ブロック別支部長会 
（仮日程） 

3月28日（木）16:00～16:15 
法人会館３階会議室 

理事会 
（仮日程） 

3月28日（木）16:15～17:00 
法人会館３階会議室 

 

 
Ⅵ．閉 会 
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第２部 忘年会  午後６時００分～ 

 

 

 
            （司 会）副会長 武 居 弘 市 
 
 

挨  拶           会  長  森 田   稔 
 
 
 

乾  杯           監  事  浦 田 秀 明 
 
 
 

懇  談 
 
 
 

閉  会           副 会 長  瓜 生 一 仁 
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公益社団法人板橋法人会 職員就業規則改正案 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

公益社団法人板橋法人会 職員就業規則 

 

第１条～第 11 条 【略】 

 

（勤務時間及び休憩時間） 

第1２条８ 削除 

 

第12条８ 職員の在宅勤務に関する事項は、この規則に定め  

るもののほか職員在宅勤務規程による。  

 

 

 

 

 

 

 

付  則 

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

この一部改正は、平成２９年２月２８日から施行する。 

この一部改正は、令和 2 年 11 月 11 日から施行し、同年 10 月

1 日から適用する。 

この一部改正は、令和 3 年 12 月 16 日から施行する。 

この一部改正は、令和 5 年 12 月 19 日から施行する。 

公益社団法人板橋法人会 職員就業規則 

 

第１条～第 11 条 【略】 

 

（勤務時間及び休憩時間） 

第1２条 ８ 第1項の規定にかかわらず、7月から8月の２か月

の間、職員の勤務時間は次のとおり（朝型勤務）とし、

やむを得ない場合を除き、当該期間中は原則として所定

勤務時間を超える勤務は禁止する。 

（１）勤務時間 始業 午前8時30分 

終業 午後4時30分 

（２）休憩時間 正午から午後1時まで 

 その実施に関し必要な事項については別に協定により定める。 

     ９ 職員の在宅勤務に関する事項は、この規則に定め

るもののほか職員在宅勤務規程による。 

 

付  則 

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

この一部改正は、平成２９年２月２８日から施行する。 

この一部改正は、令和 2 年 11 月 11 日から施行し、同年 10 月

1 日から適用する。 

この一部改正は、令和 3 年 12 月 16 日から施行する。 

 
 

資料１－１ 
令和５年１２月１９日 
理 事 会 資 料 
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公益社団法人板橋法人会 職員就業規則（案） 
（令和３年12月16日一部改正） 

                       （令和5年12月19日一部改訂） 

 

第１章 総     則 

（目 的） 

第 １ 条 この規則は、公益社団法人板橋法人会（以下「法人会」という。） 定款第

52条第4項の規定に基づき、事務局職員の就業について必要な事項を定め、

適正な勤務の確保及び職員の身分の安定を図ることを目的とする。 

 

（この規則と他の法令との関係） 

第 2 条 この規則に定める事項のほか、職員の就業に関する事項は、本規則に定め

のないところについては、法人会と職員の合意によって定める。 

 

（職員の定義） 

第 ３ 条 職員の定義は次のとおりとする。 

 

呼   称 定   義 
本就業規則 

の 適 用 

（1）正規職員 

非常勤職員、再任用職員、嘱託職員及び臨時

職員以外の契約期間の定めのない雇用契約を

締結した者 

有 

（２）非常勤職員 

（契約職員・パー

トタイマー） 

雇用期間を定めて雇用され、賃金を時給によ

り支払われる、（1）正規職員の通常の所定労

働時間より労働時間の短い雇用契約を締結し

た者 原則雇用契約書

により、一部本

則を適用するこ

とがある。 

（３）再任用職員 定年後、期間を定めて雇用する者 

（４）嘱託職員 定年を超えた年齢で新たに雇用する者 

（５）臨時職員 
業務上臨時の必要により２カ月以内の期間を

定めて雇用する者 

 

２ この規則で適用される者は、第２章により採用された職員をいう。但し、そ

の者に適用する特別の定めをして採用した場合はその定めによる。 

 

（適用範囲） 

第 ４ 条 この規則は、原則として、前条（１）に定める正規職員（以下「職員」と

いう。）にその職位の如何を問わず適用する。 

２ 前条の（２）（３）（４）（５）の職員、また特別の定めをして採用した場合

については、必要な事項について個別に定めるものとする。 

 

（上司の定義） 

第 ５ 条 この規則でいう上司とは、本人の所属する部署またはこれに準ずる組織以

上の組織単位の長をいう。 

資料１－２ 
令和５年１２月１９日 
理 事 会 資 料 
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（服務の原則） 

第 ６ 条 職員は、法人会の事業目的に則り、法令、定款及びこれに基づく規則等を遵

守し、上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公正にその職務を遂行しなけれ

ばならない。 

 

（禁止事項） 

第 ７ 条 職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

（１） 法人会の信用を傷付け、または法人会の不名誉となるような行為をし

てはならない。 

（２）  職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様

とする。ただし、法令により証人・鑑定人等となり、これらの事項を発

表する場合においては、会長の許可を受けなければならない。 

（３）  会長の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営み、または

報酬を得て、いかなる業務もしくは事務にも従事してはならない。 

（４）  勤務時間内及び職場内において、政治活動及び宗教活動をしてはなら

ない。また、勤務時間外及び職場外において、職員の地位を利用して政

治活動等をしてはならない。 

（５）  性的言動により他の職員に不利益や不快感を与えるなど、職場環境を

悪くするような行為をしてはならない。（セクシュアルハラスメント） 

（６）  職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景とした、業務の

適正な範囲を超える言動により、他の職員に精神的・身体的な苦痛を

与えるなど、就業環境を害するようなことをしてはならない。（パワー

ハラスメント） 

（７）  職員が妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する制度や措置を利用

したことまたは利用しようとしたことに対して、当該職員の就業環境

を害する行為をしてはならない。（マタニティハラスメント） 

（８）  勤務中は職務に専念し、勤務の場所を法人会の承諾なく離れてはなら

ない。 

（９） 他の職員の業務を妨げるなど、職場の風紀・秩序を乱してはならない。 

（10） 許可なく職務以外の目的で法人会の施設、物品等を使用してはならな

い。 

（11） 職務上の地位を利用して職務に関連して自己の利益を図り、又は他よ

り不当に金品を借用し、若しくは贈与を受けるなど不正な行為をしては

ならない。 

（12） 正当な理由なく、無断欠勤、遅刻及び早退をしてはならない。 

（13） 法人会が必要とする届出、報告等の手続を怠ったりしてはならない。 

（14） 酒気を帯びて就業するなど職員としてふさわしくない行為をしてはな

らない。 

（15） Ｅメール、ファックス、書面、インターネット等を通じた掲示板、ブ

ログ等又は面前において法人会、役員、取引先及び他の職員を誹謗中傷

し、又は悪評を広め、その名誉又は信頼を低下させる等、法人会の名誉

又は信用を傷つける行為をしてはならない。 

（16） 個人番号及び特定個人情報をはじめとする個人情報の取り扱いについ

ては、関係法令及びこれに基づく規則等を遵守し、これに反する行為を

してはならない。 

（17） その他前各号に準じる行為をしてはならない。 
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第２章 人     事 

（職員の採用） 

第 ８ 条 職員の採用は、就職を希望する者から選考のうえ適任と認められたものを

職員として採用する。 

 ２ 職員として採用された者は、原則として次に掲げる書類を法人会の指定し

た日までに提出しなければならない。 

 

 書 類 備 考 

採用
時 

①雇用契約書 
職員の採用に際して交付し､合わせてこ
の規則を提示し､労働条件の説明を行い､
雇用契約を締結する｡ 

②覚書 
本人の印鑑証明書 
（採用前３か月以内のもの） 

③身元保証書 
保証人の印鑑証明書 
（採用前３か月以内のもの）添付 

④社員個人情報取扱について
同意書 

 

⑤秘密保持及び競業禁止 
誓約書 

 

⑥健康診断結果表 採用前 3 か月以内のものがある場合のみ 

⑦年金手帳(写し) 
/雇用保険者証(写し)  

社会保険加入時 （但し、雇用保険者証
は前職がある者に限る。） 

⑧源泉徴収票 
採用年度において前職があり、給与所得
がある者に限る。 

⑨扶養控除等申告書 採用年度のもの 

⑩住民票記載事項証明書 

本人の情報のみ記載（本籍地個人番号が
記載されていないもの。） 
採用前３か月以内のもの外国人の場合、
パスポートと在留カードの写し 

⑪個人番号カード（写し） 
個人番号カード（写し）を提出した場合
は、別途⑫の書面は不要 

⑫本人確認書類 
運転免許証、パスポート、その他公的機
関が発行した顔写真付き証明書 

⑬最終学校の卒業証明書及び
学業成績証明書 

新卒の場合 

⑭その他法人会が必要と認め
る書類 

 

  

３ 前項の書類のうち、事前に提出のあった書類また法人会が認めた場合は、

その一部を省略することがある。 

４ 前項の提出書類に不備がある場合、採用を取り消すことがある。 

５ 提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに届けでなければなら

ない。（保証人の住所の変更等） 

 

（試用期間） 

第 9 条 新たに採用した職員については、採用の日から３カ月間を試用期間とする。 
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但し、法人会が必要と認めるときは、試用期間の免除、短縮、又は３カ月を

限度に延長することがある。 

２ 試用期間中または試用期間満了の際、次の各号のいずれかに該当し引き続

き職員として勤務させることが不適格と認められる者については、第 35

条の規定により解雇する。 

（１） 採用後１４日以内または試用期間中の１賃金計算期間中に、正当な理

由のない無届欠勤があるとき。 

（２） 採用後１４日以内または試用期間中の１賃金計算期間中に、正当な理

由のない遅刻や早退が２回以上あるとき。 

（３） 上司の指示に従わない、同僚との協調性がない、業務への熱意が感じ

られないなど勤務態度が悪いとき。 

（４） 本就業規則に違反したことを上司から指摘されても改めないとき。 

（５） 法人会への提出書類の記載事項または面接時に申し述べた事項が事実

と著しく相違していたとき。 

（６） 業務遂行に支障となる恐れのある既往症を隠していたことが判明した

とき。 

（７） 第 35 条に定める解雇事由に該当したとき。 

３ 試用期間は、勤続年数に通算する。 

４ 試用期間中は、第 28 条（休職）の規定は適用しない。 

 

（労働条件の明示等） 

第１０条 法人会は、職員との雇用契約の締結に際し、採用時における給与、就業場

所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を明らかにするため

に、雇用契約書及びこの就業規則を交付する。 

２ 法人会は、この就業規則（付属規程を含む）及び労使協定により締結され

た協定書等を職員が常時閲覧できるように所定の場所に備え付けておくも

のとする。 

 

（任 用） 

第１１条 職員の任用は次のとおりとする。 

（１） 役付職員 

（２） 事務職員 

２ 役付職員は、原則として事務職員のうち成績優秀にして能力見識ともに役

職にふさわしい者から任用する。 

   ３ 役付職員は次のとおりとする。 

   （１）事務局長 

   （２）主査 

   （３）主任 

 

 

第３章 勤     務 

（勤務時間及び休憩時間） 

第１２条 職員の勤務時間は次のとおりとする。 

（１）  勤務時間  始業 午前９時   終業 午後５時 

（２）  休憩時間  正午から午後１時まで 

1 日の所定労働時間は７時間、休憩時間は６０分、１週間の所定労働時間

は３５時間以内とする。 
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２ 前項以外の労働時間制度を適用する場合の取り扱いについては、別途これ

を定める。 

３ 業務の都合その他やむを得ない事由により所定労働時間の範囲内で始業・

終業及び休憩時間を変更する場合がある。この場合には、前日までに通知

するものとする。 

４ 職員は、第１項に定める休憩時間を自由に利用することができる。 

５ 職員は、休憩時間終了後、勤務に支障のないよう努めなければならない。 

６ 業務の都合、または業務繁忙期は必要に応じ、労働時間の始業時間を各人

ごとに繰り上げ、または終業時間の繰り下げを行う場合がある。但し、１週

間の所定実働時間は３５時間を超えないものとする。 

７ 業務の必要に応じ、外部（出張等）で勤務を命ずる場合がある。職員は正

当な理由なく拒むことはできない。外部での勤務中はその都度報告を行い、

上司の指示を受けるものとする。勤務時間を算定しがたい場合は通常の勤

務をしたとみなす。 

８ 第 1 項の規定に関わらず、７月から８月の２か月の間、職員の勤務時間は

次の通り（朝方勤務）とし、やむを得ない場合を除き、当該期間中は原則と

して所定勤務時間を超える勤務は禁止する。 

（１） 勤務時間  始業 午前８時３０分  終業 午後４時３０分 

（２） 休憩時間  正午から午後１時まで 

その実施に関し必要な事項については別に協定により定める。 （←削除） 

  ８９ 職員の在宅勤務に関する事項は、この規則に定めるもののほか職員在宅勤

務規程による。 

 

（休 日） 

第１３条 休日は次のとおりとする。 

（１） 日曜日（法定休日）及び土曜日 

（２） 「国民の祝日に関する法律」に定める休日 

（３） 年末及び年始（１２月２９日から１月３日まで） 

（４） 前各号に掲げるほか、特に法人会が指定する日 

 

（臨時休業） 

第１４条 業務の都合又は天災事変その他やむを得ない事由により通常の業務がで

きない場合は、事業の全部又は一部について休業することがある。 

 

（非常災害時の勤務） 

第１５条 事故の発生、火災、風水害などの災害その他避けることのできない事由に

より法人会の施設内において火災、風水害、その他非常事態が発生しまた

は発生する恐れのある場合は、事前に行政官庁の許可を受けて、職員に対

して勤務を命ずることがある。ただし、事態急迫のため行政官庁の許可を

受ける余裕がない場合は、事後に遅滞なく届け出るものとする。 

 

（時間外勤務及び休日勤務） 

第１６条 業務上必要あるときは、第 12 条及び第 13 条の規定にかかわらず、時間

外勤務及び休日勤務をさせることがある。ただし、法定の労働時間を超え

る時間外勤務及び休日勤務は、所轄労働基準監督署長に届け出た職員代表

との書面による協定の範囲内とする。 

２ 休日勤務をさせるときは、当該休日を４週間以内の他の日に振り替えるこ



 6 / 14 

とがある。この場合には、事前に振り替え後の休日を職員に通知する。 

３ 時間外勤務は、１カ月につき４５時間、１年につき３６０時間を超えない

範囲とし、休日勤務については４週間につき２日を超えない範囲とする。

ただし、職員の業務遂行を指揮命令する職務上の地位にある者には適用し

ない。 

４ 小学校就学の始期に達するまでの子の養育または要介護状態にある家族

の介護を行う職員が請求したときは、１カ月につき２４時間、１年につき

１５０時間を超える時間外労働をさせない。また午後１０時から翌午前５

時までの深夜に労働させることはない。ただし、業務の正常な運営を妨げ

るときは、この限りでない。 

５ 時間外勤務等は、上司の命令または本人の申請に対する上司の承認に基づ

き実施するものとする。 

６ 業務の繁忙期に応じて、時間外労働・休日労働の調整を各人ごとに定める

場合がある。職員は正当な理由無く拒むことはできない。 

 

（時間外勤務手当） 

第１７条 職員が時間外勤務及び休日勤務をし、かつ法定労働時間を超え、あるいは

就業が深夜に及んだときには、給与規程により時間外勤務手当を支払う。 

 

（適用除外） 

第１８条 労働基準法第 41 条に該当する管理監督者、機密の事務を取り扱う者また

は監視及び断続的労働従事者等については、第 12 条及び第 13 条の定め

（深夜勤務に関するものは除く）を適用しないことがある。 

 

（年次有給休暇） 

第１９条 採用日から６か月間継続勤務し所定労働日の８割以上出勤した労働者に

対しては、１０日の年次有給休暇を与える。その後１年間継続勤務するごと

に該当１年間において所定労働日の８割以上出勤した労働者に対しては、

＜別表１＞のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 

２ 第１項の年次有給休暇については、半日に分割して年次有給休暇を請求す

ることができる。また、半日有給休暇の時限区分は下記のとおりとする。な

お所定労働時間が７時間に満たない職員には適用しない。 

（１） 午前半休：９時～１２時 

（２） 午後半休：１３時～１７時 

３ 第１項の年次有給休暇の総日数のうち、職員との協定に基づき、１年につ

いて５日の範囲で時間単位の年次有給休暇を付与する。 

時間単位年休は1時間単位で付与する。時間単位年休を取得する場合の、

1日の年次有給休暇に相当する時間数は以下のとおりとする。 

（１） 所定労働時間が５時間を超え６時間以下の者  ６時間 

（２） 所定労働時間が６時間を超え７時間以下の者  ７時間 

この他、当該所定労働時間に１時間未満の端数がある場合は、１時間に切

り上げて計算する。 

４ 年次有給休暇を請求する場合は、所定の手続きにより原則として３日前ま

でに届け出なければならない。ただし、業務の都合によりやむを得ない場

合には、その時季を変更することがある。 

５ 職員との協定により年次有給休暇を計画的に付与することとした場合に

おいては、その協定の定めるところにより同休暇を付与する。なお、正規職
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員は、その保有する年次有給休暇のうち前項の協定に係わる部分について

は、その協定の定めるところにより取得しなければならない。 

６ 年次有給休暇のうち、当該年度内の未行使の日数及び時間については、翌

年度に限り繰越すことができる。 

 

（夏期休暇） 

第２０条 職員は７月１日～９月３０日の間において、４日間の夏期休暇を取得する

ことができる。ただし、業務に支障があるときは、職員の指定した時季を変

更することがある。夏期休暇は有給とする。 

 

（特別休暇） 

第２１条 職員が次の各号の一つに該当するときは、特別休暇を与える。 

（１） 本人が結婚するとき                          連続して７日以内 

（２） 子が結婚するとき                            連続して３日以内 

（３） 兄弟姉妹が結婚するとき                               １日 

（４） 配偶者が出産のとき                               ３日以内 

（５） 父母、配偶者、子が死亡したとき                連続して７日以内 

（６） 祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母が死亡したとき  連続して３日以内 

（７） 第５号及び第６号に該当しない３親等以内の親族が死亡したとき 

                                                  １日 

（８） 災害、交通機関の事故等不可抗力により出勤が著しく困難なとき 

出勤可能となるまでの期間 

（９） 女性職員が生後満１年に達しない生児を育てるための時間 

１日２回各３０分以内 

（10） 女性職員が生理のため就業が著しく困難なとき     必要な日数 

（11） 母性健康管理の措置 

イ 女性職員が母子健康法の規定による保健指導または健康診査を受け

るために必要な時間 

産前 

妊娠２３週まで                            ４週間に１回 

妊娠２４週から３５週まで              ２週間に１回 

妊娠３６週以後出産まで               １週間に１回 

産後（１年以内） 

医師等が健康診査を受けることを指示したときは、受診のための必要

な時間 

ロ 産前産後の女性職員が健康診査等に基づく指導事項を守ることがで

きるようにするため、勤務時間の変更（時差出勤、勤務時間の短縮等）、

勤務の軽減（休憩時間の延長、作業の制限、休業等）など必要な措置を

講じる。 

ハ 産前産後の女性職員のプライバシーに配慮し、母性健康管理指導事項

連絡カードの利用に努める。 

（12） 職員が裁判員候補者または裁判員もしくは補充裁判員となったとき  

      イ 裁判員候補者として選任手続きに参加する場合     必要な時間 

ロ 裁判員もしくは補充裁判員として選任され審理に参加する場合 

必要な日数 

（13） 職員は、下記のとおり長期勤続の節目につき、心身のリフレッシュを

図るため、リフレッシュ休暇を受けることができる。ただし、事業の正
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常な運営を妨げるおそれがあると判断した場合、会社は別の時季に変更

することができる。 

勤続２０年                ７日間 

勤続３０年               １０日間 

（14） 職員は誕生日、結婚記念日、その他自分にとっての記念日及びその前

後の日を記念日休暇とすることができる。 

４月１日から翌年３月３１日までの１年間につき２日間 

（15） 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献するボランティア

活動を行う場合、ボランティア活動休暇とすることができる。 

４月１日から翌年３月３１日までの１年間につき１日 

２ 職員が特別休暇を受けようとするときは、所定の手続きにより原則として

事前に届け出なければならない。 

３ 第１項（13）～（15）に定める休暇制度を除き、特別休暇の期間中にあ

る休日は、これを休暇日数に算入する。 

４ 特別休暇の期間中は有給とする。ただし、女性職員の生理休暇について

は、１回ごとに２日を超える場合の３日目以降は無給とする。 

 

（産前産後の休業） 

第２２条 ６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内に出産予定の女性職員が申し出た

ときは、産前６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）の休業を与える。 

   ２ 女性職員が出産した場合は、産後８週間の休業を与える。 

   ３ 産前産後の休業期間中は、有給とする。 

 

（育児・介護休業等） 

第２３条 育児・介護休業等に関しては、別に定める育児・介護休業等に関する規則に

よる。 

 

（出勤等） 

第２４条 職員が出勤したとき、及び退出するときは、自らその時刻を記録しなけれ

ばならない。 

２ 職員が遅刻しようとするときは、事前に届け出て承認を受けなければなら

ない。ただし、事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届

け出なければならない。 

３ 職員が早退しようとするときは、事前に届け出なければならない。 

４ 職員が私用外出しようとするときは、事前に届け出て承認を受けなければ

ならない。 

 

（欠 勤） 

第２５条 傷病その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、事前に届け出て承認

を得なければならない。ただし、事前に申し出ることができなかった場合は、

事後速やかに届け出なければならない。 

２ 傷病のため４日以上連続して欠勤する場合は、医師の診断書を添えて届け

出なければならない。 

 

（出 張） 

第２６条 職員が業務のため出張を命ぜられたときは、通常の勤務時間を勤務したも

のとみなす。 

２ 出張に関する手続き及び旅費については、別に定める職員旅費規程による。 
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第４章 給     与 

（給 与） 

第２７条 職員の給与については、別に定める職員給与規程による。 

 

 

第５章 休職、退職及び解雇 

（休 職） 

第２８条 職員が次の各号の一つに該当するときは、休職を命じることがある。ただ

し、試用期間中の職員については除く。 

（１） 結核性疾患その他厚生労働省指定の難病による欠勤が 1 年を超える 

とき 

（２） 業務外の傷病（第１号の傷病を除く。）による欠勤が１カ月を超えると

き 

（３） 精神または身体上の疾患により完全な労務提供ができない場合 

（４） 刑事事件により起訴されたとき 

（５） その他休職処分をすることが適当であると認めたとき 

 

（休職期間） 

第２９条 休職期間は次のとおりとする。 

（１） 前条第１号によるとき  １年 

（２） 前条第２号によるとき  勤続 1 年未満 3 ヶ月 

勤続 5 年未満 6 ヶ月 

勤続 5 年以上 1 年 

（３） 前条第３号によるとき  １年 

（４） 前条第４号によるとき  判決確定の日まで 

（５） 前条第５号によるとき  その必要な期間 

２ 休職期間中は、無給とする。 

３ 休職期間は、退職金の計算に関する勤続年数に算入しない。 

４ 第１項にかかわらず、定年に達した者は定年に達した日を含む年度の末日

までとする。 

 

（復 職） 

第３０条 休職期間満了前に休職事由が消滅したときは、直ちに復職させる。 

２ 休職期間を過ぎてなお、完全な労務の提供ができる程度に回復していない

場合は、自然退職とする。なお、業務への復職可否の判断は医師等の意見を

参考に法人会が決定する。 

 

（退 職） 

第３１条 職員が次の各号の一つに該当したときは、その日をもって退職とする。 

（１） 次条に定める定年に達したとき 

（２） 死亡したとき 

（３） 退職を願い出て承認されたとき 

（４） 休職期間の満了後、復職できないとき 

（５） 行方不明となり、その期間が継続して３０日に達したとき 
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（定 年） 

第３２条 職員（事務局長を除く。）の定年は満６０歳とし、定年に達した日（誕生日）

を含む年度の末日をもって定年退職日とする。 

   ２ 事務局長の定年は満６５歳とし、会長が特に必要と認めた場合は、１年ごと

にその必要性を判断の上、引き続き事務局長として勤務させることができる。 

（再雇用） 

第３３条 職員が前条の定年により退職となった場合に、本人が希望し、第 35 条に

該当しない者については、選考により再任用職員として任用する。 

   ２ 再任用職員の設置及び取扱いについては、別に定める再任用職員設置要綱

による。 

 

（退職願の提出） 

第３４条 職員が自己の都合により退職しようとするときは、退職を希望する日の

30 日前までに退職願いを提出しなければならない。 

２ 職員は、退職を願い出たのち退職について承認があるまでは、従前のとお

り勤務しなければならない。ただし、退職願提出後 14 日を超えても承認

について何ら通知がないときは、この限りでない。 

 

（解 雇） 

第３５条 職員が次の各号の一つに該当する場合は、30 日前に予告するか、または

平均給与の 30 日分（解雇予告手当）を支給して解雇する。 

（１） 精神または身体の障害によって医師の判断に基づき業務に耐えられな

いと認めた場合 

（２） 勤務成績または能率が不良で勤務に適しないと認めた場合 

（３） 試用期間中（試用開始後 14 日以内の場合を除く。）または試用期間

満了の際、引き続き職員として勤務させることが不適格と認めた場合 

（４） 業務上の傷病による打切補償を支払った場合（法律上支払ったとみな

される場合を含む。） 

（５） やむを得ない事由により事業を縮小する場合 

（６） 前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合 

２ 懲戒により解雇する場合、禁固以上の刑に処せられた場合など職員の責め

に帰すべき事由により、労働基準監督署長の認定を受けて解雇する場合は、

前項の規定にかかわらず即時解雇し、解雇予告手当は支給しない。 

 

（解雇制限） 

第３６条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一つに該当する期間は解雇しない。 

（１） 業務上の負傷または疾病による療養のための休業期間及びその後 30

日間 ただし、前条第１項第４号の規定による打切捕償を支払う場合は、

その日までの期間 

（２） 産前産後の休業期間及びその後３０日間 

２ 第 23 条で定める育児・介護休業により休業したこと、または請求したこ

とを理由に解雇しない。 

 

（業務引継） 

第３７条 職員が、退職又は解雇されたときは、法人会が指定する日までに法人会が

指定した者に業務の引継ぎをしなければならない。 

 



 11 / 14 

（債務清算） 

第３８条 職員は、退職又は解雇されたときには、法人会から貸与された物品を返納

するとともに債務を清算しなければならない。 

（金品の返還） 

第３９条 法人会は、職員が死亡又は退職した場合は、本人又は権利者の請求があっ

たときには７日以内に給与を支払い、名称の如何を問わず職員の権利に属

する金品を返還する。 

 

（退職後の義務） 

第４０条 退職又は解雇された者は、その在籍中に行った自己の職務に関する責任を

免れない。 

２ 退職又は解雇された者は、在籍中に法人会で知り得た機密事項を他に漏ら

したり他で当該事項を引用するようなことをしてはならない。 

 

（退職証明書） 

第４１条 退職又は解雇された者が、雇用期間、業務の種類、法人会における地位、

退職事由（解雇の場合はその理由も含む）及び給与について証明書の請求

をした場合は、請求項目のみ記載してこれを交付する。 

 

（退職手当） 

第４２条 職員の退職手当については、別に定める職員退職手当規程による。 

 

 

第６章 表彰及び懲戒等 

（表 彰） 

第４３条 職員が次の各号の一つに該当する場合は、表彰する。 

（１） 勤続１０年・２０年・３０年に達した場合 

（２） 勤務成績が特に優秀で他の模範となると認めた場合 

（３） 業務に関し有効適切な工夫をなし、業務能率の増進に寄与した場合 

（４） その他、表彰することを適当と認めた場合 

２ 前項の表彰は、賞状のほか下記の通り副賞を授与してこれを行う場合があ

る。詳細についてはその都度定める。 

（１） 賞品授与 

（２） 賞金授与 

（３） 特別休暇 

（４） 特別昇給 

 

（懲戒の種類） 

第４４条 懲戒は、その情状に応じ、次の区分により行う。 

（１） 戒  告  始末書を提出させて将来を戒める。 

（２） 減  給  始末書を提出させて減給する。ただし、１回の額が平均

賃金の１日分の５割を超えることなく、また、総額が１賃

金支払い期間における賃金の１割を超えることはない。 

（３） 停  職  始末書を提出させるほか、原則として１４日間を限度と

して出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。 

（４） 諭旨退職    退職願を提出させる。通告後７日以内に退職願を提出し

ない場合には懲戒解雇とする。 
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（５） 懲戒解雇  退職手当を支給しないで解雇する。なお、労働基準監督

署長の認定を受けたときは、解雇予告手当は支給しない。 

 

（懲戒の事由） 

第４５条 職員が次の各号の一つに該当するときは、情状に応じ、戒告、減給、停職

とする。 

（１） 本規則に違反した場合 

（２） 業務上の義務に違反し、または職務を怠った場合 

（３） 職員として、ふさわしくない非行があった場合 

（４） 故意または過失により法人会に損害を与えた場合 

（５） 勤務中許可なく職務を離れる等、業務怠慢の行動があった場合 

（６） 法人会の秩序や秩序を乱す行為や言動があった場合 

（７） 前各号に準ずる行為があった場合 

２ 職員が次の各号の一つに該当するときは懲戒解雇とする。ただし、情状に

より諭旨退職とする場合がある。 

（１） 重要な経歴を偽り、その他不正手段によって就職した場合 

（２） 正当な事由がなく無届欠勤が引き続き１４日以上に及んだ場合 

（３） 本規則に定める規定に重大な違反があった場合 

（４） 本規則を遵守せず、法人会から度重なる注意、懲戒を受けても職務を

怠り法人会の職員として不適切な行動、言動等を改めない場合 

（５） 職員として、ふさわしくない重大な非行があった場合 

（６） 故意または過失により法人会に著しい損害を与えた場合もしくは損害

を与えさせようとした場合 

（７） 法人会の名誉、信用を傷付け、業務に重大な悪影響を及ぼすような行

為があった場合 

（８） 法人会及び関係取引先の重大な秘密及びその他の情報を漏らし、ある

いは漏らそうとした場合 

（９） 前各号に準ずる行為があった場合 

 

（損害賠償） 

第４６条 職員が故意または過失によって法人会に損害を与えたときは、その全部ま

たは一部を賠償させることができる。ただし、これによって第 44 条及び

第 45 条の懲戒を免れるものではない。 

 

 

第７章 安全及び衛生 

（健康診断） 

第４７条 職員は、法人会が毎年定期または臨時に行う健康診断を受けなければなら

ない。 

   ２ 前項の健康診断の結果により出勤停止、勤務時間の制限、治療その他職員の

健康保持上必要な措置を命ずることがある。 

３ 長時間の労働により疲労の蓄積が認められる職員に対しては、必要に応じ

て医師による面接指導を行う。 

 

（伝染病の届出等） 

第４８条 職員は、自己または同居人が法定または届け出を要する伝染病にかかり、

若しくはその疑いがある場合は直ちに届け出なければならない。この場合、
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必要に応じ出勤を停止させることがある。 

２ 前項の出勤停止期間は、これを出勤（自己が疾病にかかり欠勤した場合を

除く。）として扱う。 

 

（火災予防等） 

第４９条 職員は、火災盗難等の予防に留意するとともに、火災その他非常災害の発

生を発見し、またはその危険があることを知ったときは、臨機の処置をとり、

直ちにその旨を担当者等に連絡し、その被害を最小限に止めるよう努めなけ

ればならない。 

 

 

第８章 災害補償及び休業手当 

（災害補償） 

第５０条 職員が業務上負傷しまたは疾病にかかったときは、労働基準法の規定に基

づいて療養補償、休業補償及び障害補償を行う。また、職員が業務上負傷し、

または疾病にかかり死亡したときは、労働基準法の規定に基づいて遺族補償

及び葬祭料を支払う。なお、業務上の負傷または疾病に該当するかの判断は、

行政官庁が行う。 

   ２ 前項の規定により補償を受けるべき者が、同一の事由について労働者災害

補償保険法に基づいて、前項の災害補償に相当する給付を受けることとなる

場合においては、前項の規定を適用しない。 

 

（休業手当） 

第５１条 法人会の責めに帰すべき事由により職員を休業させる場合は、原則休業手

当として平均賃金の 100 分の 60 を支給する。 

 

 

第９章 雑     則 

（社会保険等） 

第５２条 職員に対する社会保険等の適用については、健康保険法、介護保険法、厚

生年金保険法及び雇用保険法の定めるところによる。  

 

（細 則） 

第５３条 この規則の実施に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（改 廃） 

第５４条 この規則に定める服務規律及び労働条件等については、法律の改正、社会

経済情勢の変動により、就業規則の変更手続きをもって変更することがあ

る。 

２ この規則を改廃するときは、理事会の承認を得なければならない。 
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付     則 

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

この一部改正は、平成２９年２月２８日から施行する。 

この一部改正は、令和2年11月11日から施行し、同年10月1日から適用する。 

この一部改正は、令和3年12月16日から施行する。 

この一部改正は、令和5年12月19日から施行する。 

 

 ＜別表１＞ 年次有給休暇（第１９条関係） 

 

１週間

の 

所定労

働時間 

１週間

の 

所定労

働日数 

１年間の 

所定労

働日数 

勤 続 期 間 

6ヶ月 1年 

6ヶ月 

2年 

6ヶ月 

3年 

6ヶ月 

4年 

6ヶ月 

5年 

6ヶ月 

6年 

6ヶ月 

以上 

30時間以上 

10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 

30時間 

未満 

5～6日 
217日 

以上 

4日 
169～ 

216 
7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 

3日 
121～ 

168 
5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 

2日 
73～ 

120 
3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 

1日 
48～ 

72 
1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 
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公益社団法人板橋法人会 事務局設置規則（案） 
（令和 5 年 12 月 19 日改訂） 

 

（目的） 

第 １ 条 この規則は、公益社団法人板橋法人会（以下「法人会」という。） 定款第

52条第4項の規定に基づき、事務局の位置及び運営等に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

 

（事務局の位置） 

第 ２ 条 法人会の事務を処理するため、事務局を東京都板橋区氷川町 39 番２号板

橋法人会館 4 階に設置する。 

 

（休業日） 

第 ３ 条 事務局の休業日は次のとおりとする。 

（１） 日曜日及び土曜日 

（２） 「国民の祝日に関する法律」に定める休日 

（３） 年末及び年始（12月29日から１月３日まで） 

（４） 前各号に掲げるほか、特に法人会が指定する日 

 

（業務時間） 

第 ４ 条 事務局の業務時間は、午前 9 時から午後５時までとする。ただし、朝型勤

務制度実施期間（７月１日から８月 31 日まで）の業務時間は、午前８時

３０分から午後４時３０分までとする。（赤字下線部分削除） 

 

（臨時休業） 

第 ５ 条 業務の都合又は天災事変その他やむを得ない事由により通常の業務がで

きない場合は、全日又は一部について休業することがある。 

 

（改廃） 

第 ６ 条 この規則を改廃するときは、理事会の承認を得なければならない。 

 

 

資料２ 
令和５年１２月１９日 
理 事 会 資 料 
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電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程（案） 

 

 

第１章 総 則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例

に関する法律第７条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を履

行するため、公益社団法人板橋法人会において行った電子取引の取引情報に係る電磁的

記録を適正に保存するために必要な事項を定め、これに基づき保存することを目的とす

る。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、公益社団法人板橋法人会の全ての役員及び従業員（契約社員、パート

タイマー及び派遣社員を含む。以下同じ。）に対して適用する。 

 

（管理責任者） 

第３条 この規程の管理責任者は、事務局の長とする。 

 

 

第２章 電子取引データの取扱い 

 

（電子取引の範囲） 

第４条 当社における電子取引の範囲は以下に掲げる取引とする。 

（１）電子メールを利用した請求書等の授受 

（２）クラウドサービスを利用した請求書等の授受 

（３）ペーパーレス化されたＦＡＸ機能を持つ複合機を利用した請求書等の授受 

（４）インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ（Ｐ

ＤＦファイル等）またはホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリー

ンショットを利用した請求書等の授受 

 

（取引データの保存） 

第５条 取引先から受領した取引関係情報及び取引相手に提供した取引関係情報のうち、

第６条に定めるデータについては、保存サーバ内に法定保存期間にあわせて保存する。 

資料３－１ 
令和５年１２月１９日 
理 事 会 資 料 
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（対象となるデータ） 

第６条 保存する取引関係情報は以下のとおりとする。 

（１）見積依頼／見積回答情報 

（２）納品情報 

（３）請求・支払関係情報 

 

（運用体制） 

第７条 保存する取引関係情報の管理責任者及び処理責任者は以下のとおりとする。 

（１）管理責任者  事務局の長 

（２）処理責任者  事務局の経理担当者 

 

（訂正削除の原則禁止） 

第８条 保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とす

る。 

 

（訂正削除を行う場合） 

第９条 業務処理上やむを得ない理由によって保存する取引関係情報を訂正または削除す

る場合は、処理責任者は「取引情報訂正・削除申請書」に以下の内容を記載の上、管理責

任者へ提出すること。 

（１）申請日 

（２）取引伝票番号 

（３）取引件名 

（４）取引先名 

（５）訂正・削除日付 

（６）訂正・削除内容 

（７）訂正・削除理由 

（８）処理担当者名 

２ 管理責任者は、「取引情報訂正・削除申請書」の提出を受けた場合は、正当な理由が

あると認める場合のみ承認する。 

３ 管理責任者は、前項において承認した場合は、処理責任者に対して取引関係情報の訂

正及び削除を指示する。 

４ 処理責任者は、取引関係情報の訂正及び削除を行った場合は、当該取引関係情報に訂

正・削除履歴がある旨の情報を付すとともに「取引情報訂正・削除完了報告書」を作成

し、当該報告書を管理責任者に提出する。 
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５ 「取引情報訂正・削除申請書」及び「取引情報訂正・削除完了報告書」は、事後に訂

正・削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした形で、訂正・削除の対象となった取引

データの保存期間が満了するまで保存する。 

 

 

雑 則 

 

（改廃） 

第 10条 この規則を改廃するときは、理事会の承認を得なければならない。 

 

 

附 則 

 

（施行） 

第 11条 この規程は、令和５年１２月１９日から施行する。 

 

 



 

管理責任者 

 公益社団法人 板橋法人会 事務局長 甲斐正弘 様 

 

取引情報訂正・削除申請書 

 

 下記の電子取引の取引情報について、訂正・削除の必要が生じたため申請いたします。 

申 請 日 年  月  日 

申 請 者 氏 名  

対 象 フ ァ イ ル 

保 存 場 所 

 

対 象 フ ァ イ ル 

名 称 

 

取 引 先 名  

訂正・削除日付 年  月  日 

申 請 処 理 訂正 ・ 削除 

訂正・削除理由 

 

 

 

 

 

確 認 日 年  月  日 

処 理 責 任 者                   ㊞ 

 

承 認 日 年  月  日 

管 理 責 任 者                   ㊞ 

 

取引情報訂正・削除完了報告書 

 

 上記承認のあった取引情報について、訂正・削除が完了したことをご報告いたします。 

訂正削除完了日 年  月  日 

処 理 責 任 者                   ㊞ 

顛 末 

 

 

 

 

 

資料３－２ 
令和５年１２月１９日 
理 事 会 資 料 



【資料-5】
令和5年12月19日

理事会資料

区
分

№ 事業名 事業内容
事業
番号

実施日時
（予定日）

実施場所 対　象 備考

1 正副会長会 法人の運営に関する重要事項を審議 法人
定期開催

（毎月・第２木曜日）
板橋法人会館
3階会議室

会長、副会長
開催数：8回
開催日：4/13・5/10・6/7・7/13・8/10・
9/21・10/11・11/16

2 常任理事会 理事会の審議事項の検討 法人
定期開催

（奇数月・第３木曜日）
板橋法人会館
3階会議室

会長、副会長、
常任理事

開催数：4回
開催日：5/18・7/20・9/21・11/16

3-1
第１回（決算承認理事会）
・通常総会、事業報告、計算書類等の承認

5月25日（木）
板橋法人会館
3階会議室

3-2
第2回（臨時理事会）
・代表理事1名選定、業務執行理事選定

6月13日（火）
板橋区立文化会館
小ホール

3-3
第3回
・各委員会の委員の委嘱
・顧問、相談役及び参与の推薦

6月27日（火）
板橋区立文化会館
大会議室

3-4
第4回
・業務執行状況報告

8月2日（水）
板橋法人会館
3階会議室

3-5
第5回
・業務執行状況報告

9月29日（金）
板橋法人会館
3階会議室

3-6
第6回
・業務執行状況報告

12月19日（火） よし邑

3-7
第7回（予算承認理事会）
・事業計画、収支予算、資金調達及び設備投
資の見込みを記載した書類の承認

6年3月・未定
板橋法人会館
3階会議室

4 ブロック長会議
支部及びブロック相互の情報の共有と親睦を
図る

法人

年度内2回
6年1月・未定

➡事業廃止

板橋法人会館
3階会議室

会長、総務担当副会長、副会長
ブロック長及び支部長

8/10正副会長会でブロック長会議の廃止が
決定

5
顧問・相談役・正副会
長会

法人会の事業運営について報告
終了後、懇親会を開催

法人 － －
顧問、相談役、会長、副会長
会費5,000円

令和6年度は改選期ではないため実施しない

6 監査会
理事の職務の執行、計算書類及び事業報告等
の監査

法人 5月17日（水）
板橋法人会館
3階会議室

監事、総務委員長、
会長、顧問税理士

7-1
第１部　会員増強表彰式
第２部　総会

6月13日（火）
16：00～17：30

板橋区立文化会館
2階小ホール

正会員、来賓
総会参加者218名（会員175、来賓23、受託
会社15、事務局5）
委任状2,008名

7-2 懇親会【通常総会終了後】
6月13日（火）
18：00～19：30

板橋区立文化会館
4階大会議室

会員、来賓300名
会費5,000円

懇談会参加者195名（会員153、来賓22、受
託会社15、事務局5）

8 全体委員会
役員に委嘱状を交付
意見交換会を実施

法人
6月27日（火）
18：00～20：30

板橋区立文化会館
4階大会議室

会長、副会長、
常任理事、監事、全委員

例年、隔年（改選期）に開催していたが、令
和4年度から毎年開催する
当日出席49名

9-1 総務委員会 適宜開催
第１回・5月9日（火）16：00～17：00
第2回・9月7日（木）16：00～17：00
第3回・11月28日（火）16：00～17：00

9-2 事業研修・税制委員会 適宜開催
第１回・7月18日（火）17：00～18：00
第2回・10月4日（水）17：00～18：00

9-3 厚生委員会 適宜開催

第１回・7月14日（金）17：30～18：30
第2回・9月11日（月）17：00～18：00
第3回・11月6日（月）16：00～17：00
第4回・1月12日（金）16：00～17：00（予定）

9-4 組織・広報委員会 適宜開催

第１回・7月10日（月）16：00～17：00
第2回・8月22日（火）16：30～17：30
第3回・10月2日（月）16：30～17：30
第4回・12月18日（月）16：00～17：00

9-5 社会貢献委員会 適宜開催
第１回・8月4日（金）16：00～17：00
第2回・10月5日（木）16：00～17：00
第3回・12月21日（木）16：00～17：00（予定）

10 会計事務説明会
支部決算報告の手順と
次年度支部予算書の書き方を説明

法人 6年3月・未定
板橋法人会館
3階会議室

支部長、
会計責任者

11 情報交換会
理事会(年末開催)終了後、情報交換会（忘年
会）を開催

共益 12月19日（火） よし邑
理事会出席者
会費3,000円

12 新年賀詞交歓会
地域の経営者が集い、情報交換、名刺交換、
並びに旧交をあたためるため開催

共益 6年1月22日（月）
板橋区立文化会館
大会議室

会員、来賓約300名
各支部・部会出席人数＝役員数
の4割程度
R5新規会員招待

会費5,000円

13
板橋税務署との
意見交換会

板橋税務署の人事異動に伴う、名刺交換と意
見交換会

共益
9月29（金）

理事会終了後
板橋法人会館
3階会議室

会長、副会長、常任理事、理事、
監事、顧問、相談役、参与、
税務署幹部職員

14
税務関係
六団体長会議

各団体の事業計画の発表、意見交換会 法人 年6回開催 板橋税務署 会長、事務局長
令和5年　4/28・6/16・9/4
　　　　　　　・10/16・12/5
令和6年　1/11

15 税務懇談会
税務関係六団体が主催
税務署の人事異動に伴う意見交換会

法人 8月3日（木）
板橋区立文化会館
大会議室

税務署幹部職員
税務関係六団体

当日出席（法人会）26名

16
第4ブロック
合同会議

第４ブロックの法人会が集合し、意見交換及び
交流会を開催

法人 11月27日（月）
ホテルカデンツァ
東京

正副会長 幹事・練馬東法人会

17-1
地元国会議員並びに地元自治体に対する要
望活動

公１
11月8日（水）（議長）
12月4日（月）（区長）

地元国会議員
区長、区議会

会長、総務委員長、
事業研修・税制委員長

17-2
全法連全国大会への参加
税制改正要望大会への参加

公１ 10月18日（水）
群馬県高崎市
高崎芸術劇場

18
ものづくり・商業・サー
ビス業革新補助金
無料相談会

国会で可決される令和５年度補正予算の「もの
づくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」
について、本補助制度の申請に必要な情報提
供や計画書作成支援に取り組むため、公益財
団法人板橋区産業振興公社と連携し、法人会
館会議室を使用して中小企業診断士を相談員
として無料相談会を開催
※中小企業診断士に対する経費は公益財団
法人板橋区産業振興公社が負担

公２ 6年3月・未定
板橋法人会館
3階会議室

会員、
一般（非会員）

19 職業体験事業
板橋区教育委員会と交わした覚書に基づき、
中学生の職業体験事業を実施

公３
通年

（学校と調整）
体験受入れ法人 区内中学生

20
板橋法人会館の賃貸
業務

板橋法人会館の一部を貸して、それによる収
入を法人会の事業活動の財源にあてる。

収１ 通年 ― 一般

21 労働保険事務代行業務
労働保険事務組合として、厚生労働大臣の認
可を受け、中小事業主等が行うべき労働保険
の事務手続きを代行して行う。

収１ 通年 ― 会員

他 20 支部研修会
支部ごとまたは、合同開催（ブロック単位・複数
支部等々）により研修を行う。

公１
共益

適宜開催 支部が設定
会員、
一般（非会員）

［実施済］第1支部・第2支部・第3支部・第4支
部・第6支部・第7支部・第8支部・第9支部・第
12支部・第13支部・第16支部・第17支部・青
年部会
［実施予定］第5支部・第12支部

収
益
事
業

法人
会長、副会長、
常任理事、理事、
監事

令和5年度　　総務委員会　　所管事業報告
Ⅰ．職務分掌

税制改正の提言及び
提言書の関係機関
への提出

渉
外
事
業

公
益
事
業

法
人
会
運
営

　７．会費、積立金等に関する事項
　８．予算の支出認証に関する事項
　９．財産の管理に関する事項
　１０．支部会計に関する事項
　１１．他に属さない事項

Ⅱ．事業計画

　　１．役員及び委員構成員の選任または、委嘱に関する事項
　　２．定款、支部運営規則、その他諸規定及び改廃に関する事項
　　３．理事会及び各委員会の連絡調整に関する事項
　　４．政府諸機関、地方公共団体、その他の団体との連絡・交渉に関する事項
　　５．事務局に関する事項
　　６．予算及び決算に関する事項

通常総会 法人

板橋法人会館
3階会議室

委員長、
副委員長、
委員

委員会 法人

理事会



区
分

№ 事業名 事業内容
事業
番号

実施日時
（ 予定日）

実施場所 対　 象 備　 考

簿記の初歩と 経理の基本知識、 仕訳など初心者を対象に
指導する。 また簿記一巡の手続、 日常取引の仕訳など経
理の実務に関する講習会。

①やさ し い簿記（ Ⅰ）
講師： 東京税理士会板橋支部税理士
奥積　 理香　 氏

公2

6/8～7/6
【 全5回】

各回18： 30～20：
30

会員（ 2, 000
円） 、

一般（ 3, 000
円）

【 実施済】
申込者： 会員14
名、 一般3名、 合計
17名

②やさ し い簿記（ Ⅱ）
講師： 東京税理士会板橋支部税理士
前田　 大輔　 氏

公2

9/7～10/17
【 全6回】

各回18： 30～20：
30

会員（ 2, 000
円） 、

一般（ 3, 000
円）

※テキスト 代別

【 実施済】
申込者： 会員14
名、 一般1名、 合計
15名

3 役員懇談会 法人会役員が一同に会し 、 懇親と 交流を深める。 共益
10/19（ 木）

17： 30～
ホテルメ ト ロ

ポリ タ ン
支部・ 部会役員

5
法人税申告書・ 決算書
の書き 方講習会

初めて書く 方を対象に、 法人税申告書・ 決算書の書き 方
を指導する講習会。
講師： 東京税理士会板橋支部税理士
安井　 教雄　 氏

公1

11/9～１ ２ /21
【 全7回】

各回18： 00～20：
00

板橋法人会館
3階会議室

会員（ 3, 000
円） 、

一般（ 5, 000
円） 　 　 　 ※テ
キスト 代込み

【 実施中】
会員17名、 一般1
名、
合計18名

6
税務、 労務、 経営、 経
営支援相談

税務、 労務、 経営、 経営支援、 無形（ 知的） 財産※、 行
政手続支援の相談等についての疑問などの相談窓口の場
を提供する。
※税務相談の記帳指導及び無形（ 知的） 財産相談は会員
限定

公2
通年

【 事前予約制】
板橋法人会館

4階役員室

会員/
一般（ 5, 000

円）

7

イ ンタ ーネッ ト
配信サービス
「 セミ ナー・ オンデマ
ンド 」

「 正し い税知識の普及活動」 「 社会貢献活動」 「 経営支
援活動」 等の推進に有効なツールと し て、 イ ンタ ーネッ
ト によるセミ ナー配信サービスを導入。
※セミ ナーDVDレンタ ルサービスも あり

公2 通年
板橋法人会

ホームページ
から リ ンク

会員
（ ※一部一般公開あ

り ）

8

税を考える週間協賛事
業
「 税をテーマと し た川
柳コ ンク ール」

税をテーマと し た川柳を募集し 、 税金への関心を持っ て
も ら う こ と を目的と し て実施する。
※選句数は一般・ ジュ ニア合わせて100選と する。

公1
６ /１ ～９ /３ ０ ま

で
区内小中学校

他
会員、 一般

【 募集終了】
一般　 8, 820句
ジュ ニア　 1, 682句
総計　 10, 502句

10 新設法人説明会

新し く 設立し た法人に対し て、 留意すべき 税金その他の
事項について、 税務署担当官、 税理士による説明会。
主催： 板橋税務署　 協力： 東京税理士会板橋支部、
板橋法人会・ 青年部会・ 女性部会等

公1
通年

【 年6回】
板橋法人会館

3階会議室
一般

11 決算法人説明会

決算を迎える法人に対し て、 正し い決算と 申告のための
チェ ッ ク ポイ ント 、 改正税法の活用の仕方、 決算手続き
と 申告調整などについて、 板橋税務署担当官、 税理士に
よる説明会。
主催： 板橋税務署
協力： 東京税理士会板橋支部、 板橋法人会

公1
通年

【 年14回】
板橋法人会館

3階会議室
会員、 一般

【 実施済】
研修会： 114名
役員懇談会： 103名

会員、 一般

【 実施済】
①会員21名、 一般2
名、 合計23名

【 実施済】
②会員14名、 一般
15名、 合計29名

　
税
制
事
業

9 税の知っ 得塾

税理士（ 東京税理士会 板橋支部） を講師と し て「 経営
に役立つ税の情報」 を得るこ と のでき る研修会を開催す
る。
併せて、 支部会員及び非会員と の交流の場と し て、 懇親
会を開催する。

公1
１ ２ 月末までに実

施
各支部

近隣施設
支部会員、

一般
【 資料6-2】 参照

実務セミ ナー

中小企業を対象に企業のさ ら なる成長・ 発展に向けた戦
略構築及び問題解決に向け、 企業の活性化及び円滑に経
営を進めるためのセミ ナーを数回開催。
①中小企業の経営戦略セミ ナー
演題： 『 アフ タ ーコ ロナにおける金融機関が見る融資審
査のポイ ント と 事業計画の立て方』
講師： ( 一社) 板橋中小企業診断士協会　 中小企業診断士
　  　 大東威司氏
　 　  日本政策金融公庫　 上席課長代理　 狩野　 健二氏
②年末調整講習会
講師： 板橋税務署

①12月1日（ 金）
17： 00～19： 00
②11月17日（ 金）
15： 00～17： 00

板橋法人会館
3階会議室

2 講演会

広範囲な学習を実施する為、 個人の知識向上や健全な発
展を目的に講演会を開催する。
・ 研修会
演題： 「 他人も 自分も 自然に動き 出す “ 最高の共感
力” 」 ～カ リ スマ広報マンが吉本興業で学んだコ ミ ュ ニ
ケーショ ン術～
講師： 謝罪マスタ ー／著述家　 竹中　 功　 氏

公3 会員、 一般

【資料-6】
令和5年12月19日

理事会資料

１ ． 中小企業の健全な発展、 経営力アッ プを目的と し た講演会、 研修会等の企画、 実施に関する事項
２ ． 税制及び税務に関する事項
３ ． 税制改正及び税務行政に対する要望意見、 提言に関する事項
４ ． その他、 研修・ 税制に関する事項

令和5年度　事業研修・税制委員会　所管事業報告
Ⅰ． 職務分掌

Ⅱ． 事業計画

事
業
研
修
事
業

1 簿記講習会

板橋法人会館
3階会議室

10/19（ 木）
15： 30～17： 00

ホテルメ ト ロ
ポリ タ ン

4 公2



令和５年度　税の知っ得塾

税理士会
出席者

講師

1支部 萩原 9月5日 火 AM11:00 板橋法人会館　3階会議室 3964-1413 インボイス制度実施直前の総点検 田中千税

2支部 松島 7月26日 水 PM 4:00 板橋法人会館　3階会議室 3964-1413
相続時精算課税制度、暦年課税等
の見直し

佐藤昭博

3支部 増渕 9月26日 火 PM 6:00 板橋法人会館　3階会議室 3964-1413 インボイス制度の最終確認 奥積賢一

4支部 浅川 7月3日 月 PM 5:00 板橋法人会館　3階会議室 3964-1413 インボイス制度について 坂田 覚

5支部 横田 10月26日 木 PM 6:30 小茂根一丁目集会所 なし
電子帳簿保存法とインボイス制度
等について

稲垣 啓

6支部 篠

7支部 髙橋 11月21日 火 PM 5:00 旬彩酒房　和楽
050-5494-
5748

資金繰りを良くするために知っておくべ
き「銀行融資が受けやすくなる決算書の
ポイント」と「節税の観点からの決算書
のポイント」について

小野聰司

8支部 山本 11月17日 金 PM 5:30 清水地域センター 3969-7564 インボイス制度、新NISAについて 奥積賢一

9支部 品川 9月7日 木 PM 6:00
志村坂上地域センター
２階

3969-7577
インボイス制度と電子帳簿に関す
る勉強会

亀石浩司

10支部 榊原 － － － ※8支部と合同 － － －

11支部 鈴木 12月6日 水 PM 5:00 かごの屋　高島平店 6915-7765
電子帳簿保存法　及び相続、暦年
課税等の見直しについて

稲垣 啓

12支部 江口 10月27日 金 PM 6:00 仲蓮根会館 6671-1924
インボイス制度と電子帳簿保存法を理解
して経理業務の効率を上げよう 鈴木英示

13支部 柴 12月8日 金 PM 5:30 中華料理　和唐西台店 5918-8870 インボイス制度のその後 青山裕一

14支部 内田

15支部 榎本 11月20日 月 PM 6:30 徳丸地域センター 3932-5370
・インボイス制度施行後の現状について
・電子帳簿保存法について 安井教雄

16支部 伊藤 12月16日 土 AM10:00
下赤塚地域センター
第２洋室

3938-5116
・インボイス制度施行後の現状について
・電子帳簿保存法について 安井教雄

17支部 金子 12月7日 木 PM 5:00
成増南振興会館（コスモホー
ル）

3975-3566 インボイス制度について 佐藤昭博

青年部会
女性部会

合同

坂口
松坂

11月29日 水 PM 5:00 板橋法人会館　3階会議室 3964-1413
インボイス制度に関する実務上の
注意点

青木　学

　　　　　　　　　　　　　　　【資料6-2】
　　　　　　　　　　　　令和5年12月19日
　　　　　　　　　 　　　　　理事会資料

支部
部会

支部長
部会長
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曜
日
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Ⅰ． 職務分掌

Ⅱ． 事業計画

区
分

№ 事業名 事業内容
実施日時

（ 予定日）
実施場所 対　 象 備考

2
サンシャ イ ンシティ
サンシャ イ ン水族館
前売り チケッ ト

サンシャ イ ン水族館の前売チケッ ト の販売
（ 割引補助あり ） 　 ～9月末、 ～3月末

通年 サンシャ イ ン水族館
会員

〔 １ 社： 半期5枚〕

3
東京ド ームシティ
得10チケッ ト

一般では販売し ていない東京ド ームシティ の各施設で
利用でき る得10チケッ ト の販売。
一冊2, 800円で販売。
有効期限： 4月1日～9月末、 10月1日～3月末

通年 東京ド ームシティ
 会員

〔 1社： 半期5枚〕

4
東京ディ ズニーリ ゾート
コ ーポレ ート プログラ ム

東京ディ ズニーリ ゾート の対象施設の割引。 コ ーポ
レ ート プログラ ム利用券（ 500円割引補助） の発行。
お得な期間限定キャ ンペーンや宿泊施設の割引あり

通年 東京ディ ズニーリ ゾート
会員

〔 １ 社： ひと 月5枚、
年間20枚まで〕

※1月～3月にお得
なサンク スフ ェ ス
ティ バルの実施

5
天然温泉スパディ オ
割引券及び割引補助券

板橋の天然温泉スパディ オの割引券及び月ごと に利用
可能な割引補助券の発行。

通年 天然温泉スパディ オ
会員

〔 １ 社： ひと 月5枚、
年間10枚まで〕

6
豊島園　 庭の湯
割引補助券

豊島園　 庭の湯の割引補助券の発行。 〔 平日、 土日
祝、 特定日（ GW・ お盆・ 年末年始） 料金あり 〕

通年 豊島園　 庭の湯
会員

〔 １ 社： ひと 月5枚、
年間10枚まで〕

7
サンリ オピュ ーロラ ンド
パスポート  割引補助券

サンリ オピュ ーロラ ンド のパスポート チケッ ト の割引
補助券の発行。

通年 サンリ オピュ ーロラ ンド
会員

〔 １ 社： ひと 月5枚、
年間10枚まで〕

8
東京サマーラ ンド
1Dayパス 割引補助券

東京サマーラ ンド の1Dayパスの割引補助券の発行。
春季（ 4/1～6/30） 、
夏季（ 7/1～9/25）

東京サマーラ ンド
会員

〔 １ 社： ひと 月5枚、
年間10枚まで〕

ローソ ン・ ミ ニスト ッ プ店舗内に設置し ている「 Ｌ ｏ
ｐ ｐ ｉ 」 で映画、 舞台、 コ ンサート 、 スポーツ観戦、
イ ベント などの各種チケッ ト を 購入する際に利用でき
る利用補助券（ 500円） の発行。

通年
会員

〔 １ 社： ひと 月5枚、
年間10枚まで〕

法人会員制チケッ ト サービス「 ローチケｂ ｉ ｚ +」
会員限定ホームページやメ ールマガジンにて利用可
能。 （ 要登録）
・ チケッ ト 購入時のシステム利用料・ 発券手数料が無
料
・ 販売商品提供、 チケッ ト 割引
・ 本、 映画鑑賞券、 航空券、 ツアー優待
・ レ ンタ カ ーの「 おでかけ優待プラ ン」

通年 会員

11
一日人間ド ッ ク
（ 生活習慣病健診）

1日人間ド ッ ク 型式の生活習慣病健診の実施。
※全日本労働福祉協会の6月の受診者を 対象と し た栄
養・ 運動等の保健指導（ 8/3） に実施。

通年
※全日本労働福祉協
会のみ6月及び1月実

施

全日本労働福祉協会
愛誠病院
板橋中央総合病院

会員

総合東京病院のがんを 早期発見でき るPET検査を 法人
会員料金で提供。

通年 総合東京病院 会員

西台ク リ ニッ ク によるグラ ンド コ ース、 がん総合コ ー
ス、 PET-CTコ ースの割引。 早期発見のために精度の高
い検診を 提供。 会員特別割引で利用でき る。

通年 西台ク リ ニッ ク 会員

13
全法連・ 東法連関連等の斡旋事
業の
普及推進

会員の福利厚生事業の一環と し て実施。
（ 福利厚生サービス（ Audi JAPAN・ レ ク サス等） 、 関
東自動車共済及び東京都火災共済

通年 会員

14 会員向け法律相談
会員向けの法律無料相談。 ※電話相談は休止。 東法連
の弁護士相談を 利用する。

通年 会員

15 経営者大型保障制度の普及推進
大同生命保険㈱　 会員の福利厚生事業の一環と し て実
施。

通年 会員

16
経営保全プラ ン・ ビジネスガー
ド の普及推進

AI G損害保険㈱　 会員の福利厚生事業の一環と し て実
施。

通年 会員

17 がん保険制度の普及推進
アフ ラ ッ ク 生命保険㈱　 会員の福利厚生事業の一環と
し て実施。

通年 会員

18
貸倒保障制度（ 取引信用保険）
の
普及推進

三井住友海上　 会員の福利厚生事業の一環と し て実
施。

通年 会員

19 ゴルフ コ ンペ 支部部会対抗ゴルフ 大会 令和6年3月4日（ 月） 武蔵丘ゴルフ コ ース 支部・ 部会役員等 【 資料7-3】 参照

１ ． 会員の福利厚生事業の企画・ 実施及び推進に関する事項

【資料-7】
令和5年12月19日

理事会資料

令和5年度　 厚生委員会　 所管事業報告

２ ． その他、 福利厚生に関する事項

公
益
事
業

1
地域講演会
（ 厚生講演会）

健康福祉の向上を 図るための講演会。
も のまね芸人によるショ ー（ 3組） 、 抽選会等を 予定

令和6年3月７ 日
（ 木）

19： 00～
板橋区立文化会館小ホール 会員、 一般 【 資料7-2】 参照

会員

※期間限定の展覧
会、 コ ンサート な
どチケッ ト 斡旋あ
り （ 広報誌やホー
ムページにて周
知）

12 Ｐ Ｅ Ｔ －Ｃ Ｔ がんド ッ ク

共
益
事
業

9
ローソ ンチケッ ト
割引補助券及びチケッ ト サービ
ス

ローソ ン・
ミ ニスト ッ プ店舗

10 割引斡旋事業

●藤田観光リ ゾート 宿泊施設
●ホテル椿山荘東京の割引
●展覧会等のチケッ ト 特別販売
（ コ ンサート ・ イ ベント チケッ ト 含む）
●医新ク リ ニッ ク の脳ド ッ ク
●高島平中央総合病院ド ッ ク 健診
●板橋区内共通商品券の割引

通年
※一部期間限定あり

各施設
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【資料-8】
令和5年12月19日

理事会資料

区
分

№ 事業名 事業内容
事業
番号

実施日時
（予定日）

実施場所 対　象 備　考

1

広報誌「法人いたばし」の製作並びに発送

・「法人いたばし」を年4回発行し配布を行う。
・夏号は13,500部を会員及び板橋区内の全稼働
法人に発送する。
・秋号、新春号、春号の3回は約4,500部を会員
に発送する。
・表紙写真を広く募集する。

公1

夏号：7月28日
秋号：10月26日
新春号：1月25日
春号：3月29日

板橋法人会館
3階会議室
（封入作業）

会員、未加入企業、
一般区民

来年度に向け、広報誌の発行回
数について、引き続き審議。

2 ホームページの運営し、法人会の情報を発信 公1 通年 会員、一般

リレープロジェクトの有料化が
決定した。料金については審議
中。

オフィシャルホームページの
TOP画像の変更について、案を
作成し、次回委員会において審
議。

法人会紹介動画の作成について
審議を行う。

３

SNSによる情報の発信

・Facebook
・Instagram

公1 通年 会員、一般

４ 会員増強功労者表彰 通常総会時に会員増強功労者を表彰 共益 　6月 受賞者

5

各支部における加入勧奨活動の実施

・支部報奨金の支給基準である加入勧奨実績20
ポイント標達成に向けて、年間を通じ会員増強活
動を実施する。

共益 通年 各支部 未加入企業

６ 会員（個人）における加入勧奨活動の実施 共益 通年 未加入企業

７

加入勧奨説明会の開催

・各支部長及び会員増強担当者を一堂に会して、
今年度の加入勧奨の活動方針を説明

共益 未実施

支部長、
支部会員増強担当１
名、
組織・広報委員

８

パンフレット「入会のご案内」の作成・配布

・広報誌夏号に封入し、未加入法人を対象に配付
する。
・経営支援サービスや、福利厚生制度を中心に、
入会することのメリットを分かりやすく掲載

共益
法人いたばし夏号
に封入し発送

板橋法人会館
3階会議室
（封入作業）

未加入企業
入会のご案内のデザイン変更に
ついて、案を作成し、継続審
議。

９

新設法人説明会における加入勧奨の実施。

・青年部会組織委員の協力による、法人会のPR
スピーチを実施。

共益

・5月11日
・7月5日
・9月11日
・11月13日
・1月15日
・3月18日

板橋法人会館
3階会議室

未加入企業
（説明会参加者）

10
法人会アンケート
調査システム

法人会アンケート調査システムの利用拡大に努め
る。

・広報誌にチラシを封入（もしくは記事掲載）す
る。

共益 通年
回答者：会員
閲覧：会員、一般

４．広報宣伝に関する事項
５．その他、組織・広報に関する事項

令和５年度　組織・広報委員会　所管事業報告

会員増強事業

Ⅰ．職務分掌

Ⅱ．事業計画

　　１．組織の拡充強化に関する事項
　　２．会員増強に関する事項
　　３．広報紙発行に関する事項

会
員
増
強
活
動

広
報
事
業

広報誌等による
税情報の発信

加入増強報奨金支給規程の一部
変更。

加入増強支給規程を広報誌秋号
に掲載し、キャンペーンとして
全会員に会員増強を呼びかけ
た。

会員証（門標）の変更につい
て、引き続き審議を行う。

1/1



【資料9】

令和５年１２月１９日
理事会資料

区
分

№ 事業名 事業内容
事業
番号

実施日時
（予定日）

実施場所 対　象 備　考

1
地域社会貢献事業
こどもわくわくフェスタ
イベント協働事業

板橋区との協働で、子供の健全育成と子育て
支援を応援する事業。
子供向けエアー遊具【ファファ】を提供し
た。
開催２日目の日曜日は天気も良く
大勢の方に来場いただいた。

公３
5月20日
・21日

板橋区平和公園・
板橋区立中央図書館
常盤台地域センター
ホール　他

会員、一般区民 実施済み

2
板橋花火大会
イベント協働事業

花火大会プログラムへの広告を掲載し、広く
区民に法人会をＰＲする。

公３ ８月５日（土） 荒川河川敷 会員、一般区民 実施済み

3
地域社会貢献事業
板橋区民まつり
税のスタンプラリー

租税教育推進の一環として、区民まつり来場
者である、小学生を対象に税金クイズによる
スタンプラリーを行う。

公３
10月21日（土）
・22日（日）

法人会館前 会員、一般区民
９月８日（金）
スタンプラリー打合せ会議を
税務署にて実施

4
子育て支援事業
「音楽のおくりもの」

子育て支援の一環として地域の次世代を担う
子供たち並びに子育てをしている親へ心癒さ
れる豊かな時間を過ごしてもらうためクラ
シックの生演奏によるコンサートを開催す
る。

公３ 10月24日（火） 成増アクトホール 会員、一般区民

午前、午後ともに２００名を募集
午前の部（１歳から３歳）は抽選を実
施
午後の部（0歳）抽選なし
実施済み
午前195名　午後161名　参加

5

地域社会貢献事業
いたばし産業見本市
リアル展示会とオンライ
ン展示会とのハイブリッ
ド開催
板橋製品技術大賞

ものづくりの板橋で開催する製造業のための
ビジネス展示会。
会場展示会とオンライン展示会の開催を予
定。
ビジネスセミナーを実施する。

板橋製品技術大賞受賞優秀賞（法人会会賞）

公３
1１月９日（木）
・１０日（金）

植村記念加賀スポー
ツセンター（会場開
催）・
オンライン展示会

会員、一般区民
優秀賞（板橋法人会賞）
株式会社　タニタ
｢FRシリーズ｣

6
チャリティー
コンサート事業
「音楽の絵本」

チャリティーを目的とした事業を開催。
「音楽の絵本」　１２回目の実施。

１０月１８日から一般販売（１５００円）

公３
令和６年

1月１３日（土）
板橋区立文化会館
大ホール

会員、一般区民

板橋区文化・国際交流財団と
共催協定書の取り交わしを行う。

板橋法人会会員へＦＡＸによる
案内を実施（会員特別価格１０００
円）
会員からのお申し込み　85席

7
板橋Cityマラソン
イベント協働事業

板橋Cityマラソンに協賛する。会場にブース
を設置し、マラソン参加者へ法人会のPRを行
う。

公３
令和６年

３月１７日（日）
荒川河川敷 会員、一般

１０月２日（月）
板橋区スポーツ振興課より協賛依頼あ
り
コロナ前と同水準で開催

8
地域社会貢献事業
梅まつり
イベント協働事業

赤塚溜池公園にて行われる赤塚梅まつりに
て、法人会ＰＲ及び楽曲を提供する。

公３
令和６年3月中

予定
赤塚溜池公園 会員、一般区民 開催日の連絡あり

9
支部・部会
社会貢献活動事業

支部（部会）において、社会貢献事業を実
施。
　地域社会と密接に関係している中小企業
が、社会的責任を果たすため、地域社会で何
が求められているのかを考え、貢献活動に取
組む事業。
　会員企業の特性、専門性を活かした事業な
ど多岐にわたる事業を実施する。

公３ 年間を通じて 支部単位で実施 会員、一般区民

第１支部　第２支部　第５支部
第７支部　第４支部　第１４支部　終
了

第１２支部（１１月１９日）
青年部会（１１月１１日・１２日）
女性部会（１２月１２日）
第１６支部（令和６年１月２１日）

10
イベント配布用
ノベルティ作成

ノベルティを作成し、支部や本部の事業にて
来場者へ配布しPRする。
けんたグッズ各種

公３ 年間を通じて 各イベントによる 会員、一般区民

公
益
目
的
事
業

令和５年度　　社会貢献委員会　　所管事業報告
Ⅰ．職務分掌

Ⅱ．事業計画

　　１．企業の社会的責任を果たす地域社会貢献活動に関する事項
　　２．その他、社会貢献事業に関する事項



 1 / 2 

【案】 
 

 

事 務 連 絡 

令和５年１１月２２日 

委 員 長 各 位  

部 会 長 各 位  

                         公益社団法人板橋法人会 

                           会 長 森 田  稔 

 

令和６年度事業予算概要書の提出について 
 

 日頃から、当法人会の活動にご理解ご協力を賜り誠に有難うございます。 

さて、先般開催いたしました正副会長会において、別紙のとおり令和６年度におけ

る事業の基本方針及び主要施策並びに予算編成方針を決定いたしました。 

その基本方針では、法人会の「理念」を実現するため、板橋法人会としての基本的

な姿勢や考え方を示しています。また、主要施策では、基本方針で示した考え方や方

向性にそって、理念を実現するための事業について、施策として体系的に整理し、そ

の目的や手段などを示しています。さらに、予算編成方針では、委員会及び部会が、

基本方針や主要施策に沿って事業を検討する際に、より具体的に検討するための指針

を示しました。 

各委員会及び各部会におかれては、正副会長会で決定した基本方針及び主要施策並

びに予算編成方針の趣旨を十分に踏まえ、令和６年度の事業を検討し、下記により事

業予算概要書の提出をお願いいたします。 

なお、提出いただいた事業予算概要書は、正副会長会（委員長会議）において、総

合的に調整させていただき、そのうえで、事業計画案及び収支予算案としてとりまと

め、理事会に付議することになります。 
 

記 
 
１．基本方針及び主要施策並びに予算編成方針 

   別紙のとおり 

 

２．提出書類 

（１）令和６年度公益社団法人板橋法人会事業予算概要書  1部 

   ※令和５年度の内容を記載した事業予算概要書（3/28第５回理事会承認）を添

付しています。 

この書式に、検討内容を反映させて提出してください。 

 

（２）作成方法 

  ①基本方針及び主要施策並びに予算編成方針に基づき、委員会及び部会において、

具体的な事業を検討してください。 

②委員会及び部会で検討した内容を（５）で示す事業の体系順に整理してその事

業の内容を記載してください。 

③新たに実施するとした事業は、新たな行に追加してください。また、中止する

事業は、当該事業の増減説明欄に「中止」と記載してください。 

 

（３）提出期限   令和６年１月３１日（水） 

資料１０ 
令和５年１２月１９日 
理 事 会 資 料 
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（４）提出先    公益社団法人板橋法人会事務局 各委員会及び部会担当者 

 

（５）事業の体系 

 

１ 税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する事業 公１  

（１）税知識の普及を目的とする事業 

（２）納税意識の高揚を目的とする事業 

（３）税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業 

２ 地域企業の健全な発展に資する事業 公２ 

３ 地域社会への貢献を目的とする事業 公３ 

４ 会員の交流に資するための事業 共益 

５ 会員の福利厚生等に資する事業 共益 

６ その他目的を達成するために必要な事業 法人 収益 

 

 

３．今後の日程 

 

№ 実施日 実施項目 実施内容 

１ ５年 11月 正副会長会 
基本方針及び主要施策並びに予

算編成方針の決定、提示 

２ 
５年 11月 

～６年１月 
各委員会 

委員会・部会ごとに個別事業計画

と予算案の検討、決定 

３ ６年 1月末 事業予算概要書提出 
委員会・部会で検討した事業予算

概要書を事務局に提出 

４ 
６年２月 

～３月 
正副会長会 

事業計画及び予算案の総合調整 

事業計画及び予算案の承認 

５ ６年３月 常任理事会 
事業計画及び予算案の承認 

 

６ ６年３月 理事会 
事業計画及び予算案の承認 

 

７ ６年３月 会計事務説明会 
支部決算報告の手順と次年度支

部予算書の書き方の説明 

８ ６年３月末 東京都への報告 
監督官庁である東京都に事業計

画と予算案を提出 

９ ６年６月 通常総会 
事業計画及び予算の報告 
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令和５年 1１月１６日 

常 任 理 事 会 決 定  

 

令和６年度事業の基本方針及び主要施策 
 

Ⅰ 基本方針 

   板橋法人会は、税のオピニオンリーダーとして企業の発展を支援するとともに、

地域の振興に寄与することで、国と社会の繁栄に貢献してまいりました。 

   令和 5 年度より本部、支部、部会の行事内容も、ほぼコロナ禍前の行事内容に

戻り、活発な活動を展開してまいりました。 

   令和６年度につきましても、法人会の原点である「税」に関する活動を中心に

据えつつ、行政との共催・賛同・提携による公益事業、地域に対する社会貢献事

業、会員相互の共益事業、会員への福利厚生事業を主たる柱として推進してまい

ります。 

   退会防止策として、会員であるメリットを分かり易くアピールし、新規入会者

増加に努め、入会者を紹介した会員に対しては、報奨金制度の改善をすることに

より、これまで以上の会員増強運動が進むようにいたします。 

   また、公益法人として求められている運営の透明性については、さらに充実さ

せていくようにいたします。 

 

Ⅱ 主要施策 

１ 税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する施策  

    公益社団法人として会員、一般企業、地域住民を対象とした税に関する知識

普及並びに納税意識を高める事業を展開する。 

   法人会館会議室を使用して説明会・講習会を開催する。 

   将来を担う児童・生徒に対して従来より実施している租税教育については引き

続き注力していく。 

   税を考える週間に合わせて、関係団体と連携して実施している「税をテーマと

した川柳コンクール」については、区民からの応募を増やすべく、令和５年度に

区民特別賞を設置したが、引き続き区民に関心を持ってもらえるよう注力する。 

   ｅ-Tax 及びｅLTAX については更なる利用率向上、自主点検チェックシート

の普及拡大に努める。 

   支部で開催している税の知っ得塾については、引き続き全支部で開催できるよ

うに努力する。 

   支部研修会では、移動の時間を利用して税関連のＤＶＤ視聴による研修も実施

する。 

   全法連で実施している税制改正に関する提言については、これまで通り区長、

区議会議長には面談（国会議員には郵送）で実施する。 

   広報誌「法人いたばし」や法人会のホームページを更に充実し、会員のみなら

ず広く一般に対しても税の啓発活動を始めとする公益性の高い情報を発信して

いく。 

   板橋区が開催するイベントに関しては参加して税に関する啓発を行うととも

に、法人会のＰR を展開して法人会の知名度を高めていく。 
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２ 地域企業の健全な発展に資する施策 

   公益社団法人として、会員のみならず一般企業も対象とした研修や講習会、セ

ミナーを企画して開催する。小規模な物であれば会館会議室、中規模・大規模な

ものであれば文化会館・グリーンホール・アクトホール等使用し、Web 配信を

含め様々なニーズに応えられるようにする。 

   ホームページ、広報誌への折り込み等に他団体と連携して実施するイベントの

紹介等活動を広く知らしめるようにする。 

   これまで通り、板橋区及び他の団体とも連携の上企業に対して有益なサービス

を提供していくことにより会員及び一般企業の法人会に対する満足度を高めて

いく。 

 

３ 地域社会への貢献を目的とする施策 

   地域発展のために努力したり、地域住民に貢献していくことは、公益社団法人

として必須事項である。中小企業単独では難しい、企業の社会的責任（CSR）を

果たすために、団体としての組織力を活用し、関係機関と連携して、積極的かつ

継続的な社会貢献活動を推進する。 

   BCP（事業継続計画）を策定し、災害時等に会員、非会員を問わず、法人会館

を帰宅困難者のための施設等として活用することも検討する。 

   板橋区子ども家庭部と共催している子育て支援事業については、子育て世代が

対象となっているが、子育て世代以外にも対象を拡げて、幅広い世代を対象とす

る事業を企画していく。 

   また、法人会全体として板橋区が開催するイベントに協力するとともに、17

の支部と 3 つの部会による、地域の特性や実情に応じた多様な社会貢献活動に、

これまで以上に取組んでいく。それぞれの支部・部会単体のみではなく、ブロッ

ク単位、複数の支部・部会のコラボでの社会貢献活動も創設していく。 

   会員企業が単独では実施することが難しい、社会貢献活動を実施していくこと

で法人会の社会的な存在感を高めていく。この充実感で会員の法人会に対する帰

属意識を高める。 

 

４ 会員の交流に資するための施策 

   地域や社会とのつながり、そして会員同士のつながりを維持・発展させるため

の事業は、法人会組織の特性であるが、長期にわたるコロナ禍においては、研修

事業を中心に事業実施を継続できた一方で、事業規模の縮小を迫られた事業もあ

り、会員の満足度に影響したと思われる。 

新規加入の会員に支部、部会そして本部、東法連（ブロック・全体）、全法連そ

れぞれの組織について、分かり易い説明を実施することはもちろん、既存会員に

対しても広報誌、ホームページ等で周知することとする。 

   また、会員同士の情報交換会、税務署など関係機関との意見交換会など、様々

な催しを開催することによる異業種交流により、会員企業が活性化することをめ

ざしていく。 

 

５ 会員の福利厚生等に資する施策 

   各種福利厚生制度については、前年度の利用実績をもとに、会員が実際に利用

しやすい、利用率の高いものに随時検討の上、メニューを入れ替えていく。 

   レジャー施設等の割引斡旋、医療機関の一日ドックの紹介など、日々内容・技

術が更新されていくものについては、会員への説明が十分にできるようにする。 

   会員企業の経営安定に資する経営者大型総合保障制度、保険共済事業について
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は、引き続き保険受託会社と連携して、会員企業の加入率を高めていきたい。 

   また、全法連・東法連が斡旋しているサービスについては、従来も説明してい

るが、より分かり易い説明を加え、利用率を上げることとしたい。 

   労働保険事務代行サービスについては、他に実施している単位会は無く、板橋

法人会独自の会員向けサービスとして評価を受けている。 

効率的な業務運営につとめて、より良いサービスを提供できるものにしたい。  

 

 

６ その他、目的を達成するために必要な施策 

   正副会長会をはじめとする各種会議を通じて役員相互が情報を共有すること

ができるよう、組織や管理体制を検証し必要に応じて改善する。 

   現在、当法人会に限らず全国的に会員の減少が進んでしまっている現状に対し

ては、積極的な加入奨励策を推進することはもちろん、会員の増えている単位会

へのヒアリング、会員を増やす方策等、当会で取り入れられることは積極的に取

り入れていく。 

   板橋法人会館については、法人会活動の拠点としての機能を適切に確保すると

ともに、法人会の主要な財源の一つであるテナント収益事業の継続的な運営がで

きるよう、現在の法人会館維持管理計画に基づき、施設の適切な管理を図る。 

   法人自治及び法人自己責任の視点から、規程や管理体制等を整備し、情報開示

による透明性の高い運営を実施する。 

 

 



 

 

 

令和５年１１月１６日 

常 任 理 事 会 決 定 

 

令和６年度事業 予算編成方針 
 

予算の編成にあたっては、次の方針により的確に経費を見積もること。 

 

（１）令和 6 年度事業の基本方針及び主要施策に沿った事業を企画し、着実に実施し

することで、税のオピニオンリーダーとして、企業の発展と地域の振興に寄与し、

国と社会の繁栄に貢献すること。 

 

（２）新型コロナウイルスに関しては５類へ変更されたが、新たな感染症などが起こ

りうることを念頭に置いてコロナ禍で実施した新しい生活様式を踏まえた事業実

施を検討すること。 

 

（３）全ての事業について、制度や事業の根本に立ち返り、その必要性や有益性を

検証し、必要な見直しを行うこと。 

 

（４）最小の経費で最大の効果を挙げるため、これまで以上に創意工夫を凝らし、

効率的・効果的な事業実施を検討すること。 

 

（５）歳入については、経済情勢の推移など動向を把握して的確に見積もること。

また、補助金など財源として見込めるものは確保に努めること。 

 

（６）支部会計における令和 5 年度の執行残については、監督官庁の指摘に対応し

て、決算後に本部に戻すこと。なお、支部活動に支障のないよう、年度当初に

新年度分の活動費を速やかに交付すること。 

 

（７）部会費における令和 5 年度の執行残については、監督官庁の指摘に対応し

て、決算後に本部に戻すこと。なお、部会費は部会が個別に徴収した特定財源

であることから、新年度の事業に充当することを前提に同額を交付すること。 

 

（８）法人会の活動拠点としての機能を確保しつつ、テナント収益事業の継続的な運

営を図るため、法人会館維持管理計画に基づき「減価償却引当資産」等への積立

を着実に行うこと。 
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役
員

一
般

未
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小
学
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中
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才

20
代

30
代

40
代
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代
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代

７０
才
～

6年度 5年度 増減 6年度 5年度 増減

1 正副会長会 法人の運営に関する重要事項を審議 総 法人
定期開催

（毎月・第２木曜日）
法人会館3階会議室 ●

2 常任理事会 理事会の審議事項の検討 総 法人
定期開催

（奇数月・第３木曜日）
法人会館3階会議室 ●

3 理事会 業務執行の決定・報告、理事の職務執行の監督 総 法人 年5回 法人会館3階会議室 ● 195 0

4 ブロック長会議 支部及びブロック相互の情報の共有と親睦を図る 総 法人
年度内2回

➜事業廃止
法人会館3階会議室 ●

理事会開催日にブロック別支部長
会として実施

165 0

5 顧問・相談役報告会 法人会の事業運営について報告 総 法人 実施せず ● 改選期の前年度に開催 0 0

6 監査会 職務執行、計算書類及び事業報告等の監査 総 法人 5月17日（水） 法人会館3階会議室 ● 67 0

7 通常総会 第１部会員増強表彰式、第２部総会 総 法人 6月13日（火） 板橋区立文化会館 ● ● 893 0

8 全体委員会 委員会全員による情報交換会 総 法人 総会以降・6月27日（火） 板橋区立文化会館 ● 393 0

9 常設委員会 分掌職務の執行、事業計画・予算案の策定 総 法人 適宜開催 法人会館3階会議室 ● 193 0

10 会計事務説明会 決算報告及び次年度支部予算書の説明 総 法人 6年3月・予定 法人会館3階会議室 ● 96 0

11 税務六団体長会議 各団体の事業計画の発表、意見交換会 総 法人 年6回開催 板橋税務署 ● 84 0

12 税務懇談会 税務署の人事異動に伴う意見交換会 総 法人 8月3日（木） 文化会館大会議室 ● 主催：税務関係六団体 175 0

13 第4ブロック合同会議 東法連第４ブロックの法人会による意見交換会 総 法人 11月27日（月） ホテルカデンツァ東京 ● 幹事・練馬東法人会 41 0

14 地元国会議員、首長等に対して要望書を提出
11月8日（水）
・12月4日（月）

議員事務所、区役所 ● 0 0

15 全法連が主催する全国大会への参加 10月18日（水）
群馬県高崎市
高崎芸術劇場

● 117 0

16 支部活動費 会員企業の税知識の普及・企業の健全育成を目的とする 総 公1 通年 ● ● ● ● ● ● ● ● 支部研修会（公益） 5,221 0

17
ものづくり・商業・サービス
生産性向上促進補助金
無料相談会

本補助金申請に向けての無料相談会の開催 総 公２ 6年3月・未定 法人会館3階会議室 ● ● ● ● ● ● ● ● 区と共催 150 0

18 職業体験事業 覚書に基づき、中学生の職業体験事業を支援 総 公３ 通年（学校と調整） 体験受入れ会員 ● ● ● 区教育教育委員会の支援 0 0

19 総会懇親会
総会終了後、第3部として懇親会を開催し、懇親と交流を
深める。

総 共益 6月13日（火） 板橋区立文化会館 ● ● 633 0

20 板橋税務署との意見交換会 板橋税務署の人事異動に伴う意見交換会 総 共益
9月29日（金）
理事会終了後

法人会館3階会議室 ●
監事、顧問、相談役、参与、
税務署幹部職員を含む

140 0

21 情報交換会 理事会終了後、情報交換会を開催 総 共益 12月19日（火） よし邑 ● 会費3,000円 250 0

22 新年賀詞交歓会 地域の経営者が集っての新年情報交換会の開催 総 共益 6年1月22日（月） 文化会館大会議室 ● ● 220 0

23
税制改正の提言及び
提言書の関係機関
への提出

全法連全国大会、税制改正要望大会参加後の懇親会お
よびエクスカーション

総 共益 10月18日（水）
群馬県高崎市
高崎芸術劇場

● 108 0

24 支部活動費 支部会員間の情報交換・懇親を深めることが目的の事業 総 共益 通年 ● ● ● ● ● ● ● 支部研修会（共益）・支部事業 7,650 0

25 労働保険事務代行業務
会員サービスの一環として、労働保険の事務を代行し、そ
の手数料等を法人会の財源に充当

総 収益 通年 ● ●
労働保険事務組合（厚生労働大臣
認可）として実施

156 5,000

26 板橋法人会館の賃貸業務
法人会館の一部をテナントに貸し出し、その家賃収入を法
人会の財源に充当

総 収益 通年 借主：日本政策金融公庫板橋支店 0 30,822

17,182 35,822

【単位：千円】

235 0

税制改正の提言及び
提言書の関係機関
への提出

備　　考実施場所

会員
区
分

令　和　6　年　度　　　公益社団法人 板橋法人会　事 業 予 算 概 要 書　　【総務委員会】
支出 収入

増減説明

総 公１

№ 事業名 事業概要

一般対象
所
管

事業
番号

実施日時
（予定日）
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6年度 5年度 増減 6年度 5年度 増減

1 新設法人説明会 新設法人が留意すべき事項についての説明会を開催 事 公1 通年【年6回】 法人会館3階会議室 ● ● ● ● ● ● ● ● 主催：板橋税務署 72

2 決算法人説明会 決算法人の正しい決算と申告に向けての説明会を開催 事 公1 通年【年14回】 法人会館3階会議室 ● ● ● ● ● ● ● ● 主催：板橋税務署 155

3
法人税申告書・決算書の書
き方講習会

法人税申告書・決算書を書く方を対象とした講習会の開催 事 公1 11～12月【全7回】 法人会館3階会議室 ● ● ● ● ● ● ● ●
税理士会との共催
会員（3,000円）、一般（5,000円） 334 70

税の知っ得塾
税理士を講師として「経営に役立つ税の情報」を得ることの
できる研修会及び支部の交流の場として、懇親会を開催

事 公1 12月末までに開催 各支部　近隣施設 ● ● ● ● ● ● ● ● 支部による 1,095

ブロック別税務座談会
税務署による税務講習会を開催し、終了後に担当官と会員
等との座談会を開催

事 公1 - 法人会館3階会議室 ● ● ● ● ● ● ● ● 0

5
「税をテーマとした川柳コン
クール」

税金への関心を持っていただくことを目的として「税をテーマ
とした川柳コンクール」を開催

事 公1 6月1日～9月30日まで
区内小中学校をはじめ
全域

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 883

公
益
事

初心者を対象とした、やさしい簿記（Ⅰ）を開催 6月～7月【全5回】 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

初歩知識のある方を対象とした、やさしい簿記（Ⅱ）を開催 9月～10月【全6回】 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

7
税務、労務、経営、経営支援
相談

税務、労務、経営、経営支援、無形（知的）財産、行政手続支
援の相談等について、相談の機会を提供

事 公２
通年

【事前予約制】
法人会館4階役員室 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

相談時間1時間まで
会員（無料）、一般（5,000円） 157

8
インターネット配信サービス
「セミナー・オンデマンド」

「正しい税知識の普及活動」「社会貢献活動」「経営支援活
動」等の推進に有効なツールとして、インターネットによるセ
ミナー配信サービス

事 公２ 通年
法人会のホームページ
からリンク

● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 一般も、一部コンテンツ視聴可能 67

講演会（夏期研修会） 知識向上等を目的に、時節に合わせた研修会を開催 事 公２ 10/19（木） ホテルメトロポリタン ● ● ● ● ● ● ● ●
参加費会員（無料）、一般（1,000
円） 807

地域講演会
知識の向上を目的に、著名人等による講演会を開催。
こうした活動を通じて法人会の存在感を高める。

事 公３ -
板橋区立文化会館小
ホール

● ● ▲ ▲ ▲ ● ● ● ● ● ●
参加費会員（無料）、一般（500
円）、当日1,000円 0

10 役員懇談会
夏期研修会終了後、法人会役員が一同に会し、懇親と交流
を深める。

事 共益 10/19（木）
都内ホテル
（ホテルメトロポリタン
等）

● 参加費10,000円（200名）想定 2,500 2,000

11 納税表彰式 表彰式を開催し納税意識の高揚を図る 事 法 11/20（月）
板橋区立文化会館小
ホール

● 148 40

7,322 2,270

【単位：千円】

令　和　6　年　度　　　公益社団法人 板橋法人会　事 業 予 算 概 要 書 　【事業研修・税制委員会】

区
分

№ 事業名 事業概要
所
管

事業
番号

実施日時
（予定日）

実施場所

会員 一般対象

備　　考
支出 収入

増減説明

税
制

4

事
業
研
修

6 簿記講習会 事 公２ 法人会館3階会議室
税理士会との共催
会員（2,000円）、一般（3,000円）
テキスト代別（1,000円）

504 160

9

12 実務セミナー

中小企業を対象に企業のさらなる成長・発展に向けた戦略
構築及び問題解決に向け、企業の活性化及び円滑に経営を
進めるためのセミナーを数回開催。
・中小企業の経営戦略セミナー　　①
・スキルアップセミナー
・税務講習会（年末調整講習会　②）　等

事 公２
①12/1（金）
②11/17（金）

法人会館3階会議室 ● ● ● ● ● ● ● ● 600
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代
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～

6年度 5年度 増減 6年度 5年度 増減

地域講演会（厚生講演会）
地域における健康や福祉の向上を図る講演会を開催。
こうした活動を通じて法人会の存在感を高める。

厚 公３ 3/7（木）
板橋区立文化会館小
ホール

● ● ● ● ● ● ● ● 3,034 1,000

チャリティーコンサート 0

2 会員向け法律相談 会員向けの法律無料相談を実施 厚 共益
通年

【事前予約制】
東法連　弁護士事務所 ● ● 相談時間1時間まで 1

3 西武園ゆうえんちの「1日レヂャー切符引換券」の販売 通年 西武園ゆうえんち ● ● 〔１社：5枚〕 0

4 サンシャイン水族館の前売チケットの販売 通年 サンシャイン水族館 ● ● 〔１社：半期5枚〕 280 203

5 東京ドームシティ「得10チケット」の販売 通年 東京ドームシティ ● ● 〔１社：半期5枚〕 60

6
東京ディズニーリゾート「コーポレートプログラム利用券」の
発行

通年 東京ディズニーリゾート ● ● 〔１社：ひと月5枚、年間20枚まで〕 500

7 天然温泉スパディオの割引券及び割引補助券の発行 通年 天然温泉スパディオ ● ● 〔１社：ひと月5枚、年間10枚まで〕 75

8 豊島園　庭の湯割引補助券の発行 通年 豊島園　庭の湯 ● ● 〔１社：ひと月5枚、年間10枚まで〕 60

9 サンリオピューロランドの割引補助券の発行 通年 サンリオピューロランド ● ● 〔１社：ひと月5枚、年間10枚まで〕 60

10 東京サマーランドの1Dayパスの割引補助券の発行
春季 （4/1～6/30）
夏季（7/1～9/25）

東京サマーランド ● ● 〔１社：ひと月5枚、年間10枚まで〕 60

11 ローソンチケット割引補助券の発行及びチケットサービス ● ● 〔１社：ひと月5枚、年間10枚まで〕 125

12 法人会員制チケットサービス「ローチケｂｉｚ+」の提供 ● ● 55

13 イベント・展覧会チケット等の特別販売 通年 各施設 ● ● 内容により枚数制限あり

14 健康ボウリング教室の割引補助（イベント事業） 各施設 ● ● 枚数制限あり

15 板橋区内商品券の割引補助 各施設 ● ● 枚数制限あり 200

16 宿泊施設利用割引
藤田観光リゾート宿泊施設の優待
ホテル椿山荘東京のレストラン・写真室、婚礼等の優待

厚 共益 通年 各施設 ● ● 0

17

【ドック健診の紹介】
・医新クリニックの脳ドック
・高島平中央総合病院の脳、乳腺、骨粗鬆症ドック健診

通年 各施設 ● ● 0

18
【一日人間ドック（生活習慣病健診）の紹介】
・全日本労働福祉協会　・愛誠病院　・板橋中央総合病院 通年 各施設 ● ● 0 900

19
【ＰＥＴ－ＣＴがんドックの紹介】
・西台クリニック　　・総合東京病院 通年 各施設 ● ● 0

20 支部・部会対抗ゴルフ大会 会員間の交流や健康増進を目的に開催。 厚 共益 3/4（月） 武蔵丘ゴルフコース ● ● 300 150

21
全法連・東法連関連の斡旋事
業の普及推進

会員の福利厚生事業の一環として実施し、これに伴う斡旋
事務手数料を法人会の財源に充当

厚 収益 通年 ● ● ※Audi、レクサスのサービスあり 0 1,700

22
経営者大型保障制度の普及
推進

会員の福利厚生事業の一環として実施し、これに伴う保険
事務手数料が全法連の助成金となって法人会に還元

厚 収益 通年 ● ● 取扱：大同生命 0

23 経営保全プランの普及推進
会員の福利厚生事業の一環として実施し、これに伴う保険
事務手数料が全法連の助成金となって法人会に還元

厚 収益 通年 ● ● 取扱：AIG 0

24 がん保険制度の普及推進
会員の福利厚生事業の一環として実施し、これに伴う保険
事務手数料が全法連の助成金となって法人会に還元

厚 収益 通年 ● ● 取扱：アフラック 0

25
貸倒保障制度（取引信用保
険）の普及推進

会員の福利厚生事業の一環として実施し、これに伴う保険
事務手数料が全法連の助成金となって法人会に還元

厚 収益 通年 ● ● 取扱：三井住友海上 0

4,910 3,953

【単位：千円】

公
益

1

令　和　6　年　度　　　公益社団法人 板橋法人会　事 業 予 算 概 要 書  　【厚生委員会】　

区
分

№ 事業名 事業概要
所
管

事業
番号

実施日時
（予定日）

実施場所

会員 一般対象

備　　考

支出（予算） 収入（予算）

増減説明

各種健康診断 厚 共益

通年
ローソン及びミニストップ

店舗

100

収
益
事
業

共
益
事
業

レジャー施設等割引利用斡旋

厚 共益
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5年度 4年度 増減 5年度 4年度 増減

1 「法人いたばし」を発行し、法人会の活動等を周知 年4回発行 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
夏号は全稼働法人あてに送
付

5,279 473

2 ホームページを運営し、法人会の情報を発信 適宜更新 ● ● ● ● ● ● ● ● 519 0

3 SNSを活用して、法人会の情報を発信 適宜更新 ● ● ● ● ● ● ● ● 0 0

4 会員増強功労者表彰 通常総会時に会員増強功労者を表彰 組 共益 6月13日
区立グリーン
ホール
2階ホール

● ●
・支部、個人、保険受託会社
等報奨金の支給。

209 0

5 各支部における加入勧奨活動の実施 通年 各支部 ● ● 45 0

6 会員（個人）における加入勧奨活動の実施 通年 ● ●
・広報誌を活用し、報奨金支
給規程の周知。

10 0

7 加入勧奨説明会の開催し、今年度の活動方針等を説明 未実施
法人会館
3階会議室

●
・広報誌を活用し、報奨金支
給規程の周知。

83 0

8 パンフレット「入会のご案内」の作成・配布
法人いたばし夏号で送

付
● ● ● ● ● ●

・広報誌夏号に封入し、未加
入法人に配布。

13 0

9 新設法人説明会における加入勧奨の実施 通年【年6回】
法人会館
3階会議室

● ● ● ● ● ●
・青年部会組織委員会の協力
による、法人会のPRスピーチ
を実施。

10 0

10
法人会アンケート
調査システム

法人会アンケート調査システムの利用拡大に努める。 組 共益 通年 ● ● 50 0

6,218 473

【単位：千円】

組

組

備　　考実施場所

会員
区
分

実施日時
（予定日）

会員増強事業

令　和　6　年　度　　　公益社団法人 板橋法人会　事 業 予 算 概 要 書   【組織・広報委員会】
支出 収入

増減説明

公1

№ 事業名 事業概要

一般対象

広報誌等による税情報の発
信

所
管

事業
番号

共益
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6年度 5年度 増減 6年度 5年度 増減

1 「こどもわくわくフェスタ」において、法人会のＰＲを実施 5月20日（土）21日（日） 平和公園 ● ● 　 ● 　 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 0 0

2 「区民まつり」において、税のスタンプラリーを実施 10月21日～22日 法人会館前 ● ● 　 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 30 0

3 「板橋花火大会」において、法人会のＰＲを実施 8月5日 荒川河川敷 ● ● 　 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 100 0

4 「板橋Cityマラソン」において、法人会のＰＲを実施 令6年3月17日 荒川河川敷 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 100 0

5 「赤塚梅まつり」において、法人会のＰＲを実施 令和6年2月24日 赤塚溜池公園 ● ● 　 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0 0

6
いたばし産業見本市ものづく
りセミナー

いたばし産業見本市の中で、セミナーを実施 社 公２ 11月9日（木） 区立東板橋体育館 ● ● ● ● ● ● ● ● 実行委員として参画 66 0

7

【音楽のおくりもの】
子育て支援の一環として、次世代を担う子供たちと子育て
をしている親に、心癒される豊かな時間を過ごしてもらうた
め、クラシックの生演奏によるコンサートを開催。
こうした活動を通じて法人会の存在感を高める。

10月24日 成増アクトホール ● ● ● 　 　 　 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
区との共催事業
対象は0～3才まで

231 0

8

【音楽の絵本】
子育て支援の一環として、クラシックの生演奏によるコン
サートを開催し、入場料の一部をチャリティーとして区に寄
付。こうした活動を通じて法人会の存在感を高める。

令和8年1月13日 区立文化会館大ホール ● ● ● ● 　 　 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 区との共催事業 2,503 1,500

9

【こどもわくわくフェスタ】
区が進める子供の健全育成と子育て支援を応援するた
め、ブースを出店。こうした活動を通じて法人会の存在感
を高める。

5月20日（土）21日（日） 平和公園 ● ● ● ● 　 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 区との共催事業 325 0

10
【板橋区民まつり】
区民まつりを支援し賑やかにするため、会館前にブースを
出店。こうした活動を通じて法人会の存在感を高める。

10月21日～22日 法人会館前 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 区主催事業協賛 22 0

11
【板橋花火大会】
区が実施する板橋花火大会の開催を支援。
こうした活動を通じて法人会の存在感を高める。

8月5日 荒川河川敷 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 区主催事業協賛 0 0

12

【いたばし産業見本市】
区及び公社が実施する「いたばし産業見本市」の実行委
員として参画。こうした活動を通じて法人会の存在感を高
める。会長賞を提供。

11月9日（木）
植村記念
加賀スポーツセンター
オンライン展示会

● ● 　 　 　 ● ● ● ● ● ● ● 実行委員として参画 78 0

13
【板橋Cityマラソン大会】
区か実施するマラソン大会の開催を支援。
こうした活動を通じて法人会の存在感を高める。

令6年3月17日 荒川河川敷 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 区主催事業支援 0 0

14
【赤塚梅まつり】
赤塚溜池公園で開催される赤塚梅まつりにおいて、楽曲
を提供。こうした活動を通じて法人会の存在感を高める。

令和6年2月24日 赤塚溜池公園 ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 区主催事業協賛 77 0

15 支部社会貢献活動 各支部において、地域の実情に応じた事業を展開 公３ 通年 各会場 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2,100 0

5,632 1,500

【単位：千円】

実施場所

会員
区
分

イベント協働事業 社 公1

公３

社 公３

令　和　6　年　度　　　公益社団法人 板橋法人会　事 業 予 算 概 要 書  【社会貢献委員会】
支出 収入

増減説明№ 事業名 事業概要

一般対象
所
管

事業
番号

実施日時
（予定日）

備　　考

地域社会貢献事業

子育て支援事業

社
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役
員

一
般

未
就
学

小
学
生

中
学
生

～
19
才

20
代

30
代

40
代

50
代

60
代

７０
才
～

6年度 5年度 増減 6年度 5年度 増減

1 部会費収入 青年部会活動のために部会員から集金した部会費 総 1,812

1 総会
青年部会の基本的な業務執行体制や業務運営の基本
ルールを決定する。

総 法人 4月 法人会館3階会議室 ● ● 86 0

2 その他 周年行事積立、慶弔費、消耗品費等 総 法人 通年 ● ● 270 0

3 全国青年の集い（式典） 全法連が主催する青年部会の全国大会への参加 総 公1 11月9日・10日 山形 ● ● 262 0

4 税の知っ得塾
税理士を講師として「経営に役立つ税の情報」をテーマに
研修会を開催し、終了後、交流の場として懇親会を開催

事 公1 9月 法人会館3階会議室 ● ● ● ● ● ● 76 0

5 「板橋区民まつり」において、税金クイズを実施 総 公1 10月 板橋第一中学校校庭 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 169 0

6 「板橋農業まつり」において、税金クイズを実施 総 公1 11月 赤塚体育館競技場 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 239 0

7 区内小学校において、税の教室を開催 総 公1 通年【年4回】 ● ● ● 88 0

8 広報紙「板橋小太郎」発行 税情報の発信および法人会のPR 総 公1 年1回発行（7月） ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 511 0

9 板橋ビジネスミーティング
第１部 経営に役立つ講演会等の実施、第２部 異業種交
流会

総 公2 11月 ● ● ● ● ● ● 475 0

10 講演会 経営に資する学習機会の提供 総 公2 ● ● ● ● ● ● 200 0

11 「板橋農業まつり」において、野菜スタンプを実施 総 公3 11月 赤塚体育館競技場 ● ● ● ● ● 64 0

12 「板橋農業まつり」において、収穫体験を実施 総 公3 11月 農業体験農園 ● ● ● ● ● 20 0

13 「板橋Cityマラソン」において、ホットドリンクを配布 総 公3 3月 荒川河川敷 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 382 0

14 会議 青年部会の業務執行を決定する。 総 共益 適宜開催 法人会館3階会議室 ● 80 0

15 グループ会議 所管の事業実施に向け審議を行う 総 共益 適宜開催 ● ● 250 0

16 定例会 青年部会の業務執行を決定する。 総 共益
月1回

（1月を除く）
法人会館3階会議室 ● ● 170 0

17 メンバーズフォーラム 部会員の紹介をYouTubeに公開する。 総 共益 年5回 YouTube ● ● 40 0

18 新年会 若手経営者が集っての新年情報交換会の開催 総 共益 1月 ● ● 200 0

19 青年部会のPR活動
「青年部会ホームページ」の運営し、青年部会の情報を発
信

総 共益 通年 ● ● ● ● ● ● 30 0

20 全国青年の集い（懇親会） 全国の青年部会役員が一堂に会し、懇親と交流を深める 総 共益 11月10日 山形 ● ● 40 0

21 第4ブロック協力事業 東法連第４ブロックが実施する事業への出席 総 共益 適宜開催 ● ● 250 0

22 東法連協力事業 東法連青連協連絡協議会等への出席 総 共益 適宜開催 ● ● 65 0

23 宿泊研修会 見学や視察　部会員同士の懇親を深める 総 共益 ● ● 106 0

24 日帰り研修会 見学や視察　部会員同士の懇親を深める 総 共益 2月 ● ● ● ● ● 331 0

25 ゴルフ 部会員同士の懇親を深める 総 共益 適宜開催 ● ● 80 0

26 納涼会 部会員同士の懇親を深める 総 共益 8月 ● ● ● ● ● 180 0

27 忘年会 部会員同士の懇親を深める 総 共益 12月 ● ● 150 0

28 ウォーキング月間 会員の健康と非面談型の交流促進 総 共益 6月 ● ● 50 0

29 役員名刺 役員名刺作成 総 共益 4月 ● 81 0

30 年賀状 年賀状作成 総 共益 12月 ● ● 新規事業（年賀状） 20 0

4,965 1,812

【単位：千円】

令　和　6　年　度　　　公益社団法人 板橋法人会　事 業 予 算 概 要 書　【　部　会　】
支出 収入

増減説明№ 事業名 事業概要 備　　考実施場所

会員 一般対象
所
管

事業
番号

実施日時
（予定日）

青
年
部
会

租税教育

地域社会貢献事業
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役
員

一
般

未
就
学

小
学
生

中
学
生

～
19
才

20
代

30
代

40
代

50
代

60
代

７０
才
～

6年度 5年度 増減 6年度 5年度 増減

1 部会費収入 女性部会活動のために部会員から集金した部会費 総 582

1 全国女性フォーラム
女性部会員の資質向上と情報共有による法人会活動のさ
らなる充実、活性化を目的に実施している

総 公１ ４月13日（木） 愛媛県　アイテムえひめ ● 188

2 社会貢献事業 クリスマスリース作成講習会 総 公１ 11月中 法人会館3階会議室 ● ● ● ● ● ● ● ● 347 30

3 絵はがきコンクール 小学生を対象とした絵はがきコンクール募集 総 公１ 7月～9月 法人会館3階会議室 ● ● 50

4 新設法人説明会 本部が主催する説明会にて会員勧奨を行う 総 公１ 令和5年度中 法人会館3階会議室 ● ● ● ● ● ● ● ● 0

5 女性部会新年懇談会 女性部会会員が集っての新年情報交換会の開催 総 共益 令和６年１月26日（金） ホテル椿山荘東京 ● ● 842 300

6 女性部会通常総会懇親会 総会終了後の懇親会 総 共益 4月18日（火） 法人会館3階会議室 ● ● 150 30

7 観劇会 部会員を対象に観劇会を実施 総 共益 未定 未定 ● ● 450 280

8 意見交換会 税務署幹部と女性部会役員の意見交換会 総 共益 未定 未定 ● 80

9 役員会 女性部会役員が集まり、運営についての意見交換を行う 総 共益 年４回 法人会館3階会議室 ● 50

10 全国女性フォーラム
全国の女性部会役員が集い、資質向上、情報共有を目的
に実施　大会終了後懇親会に参加

総 共益 ４月13日（木） 愛媛県　アイテムえひめ ● 39

11 本部事業参加 本部主催事業の運営補助を行う 総 共益 年２回 ● 150

12
東法連女性部会全体連絡会
議

女性部会役員が集まり、情報共有、意見交換を行う 総 共益 令和６年３月 京王プラザホテル ● 30

13 女性部会通常総会
令和４年度事業報告・決算報告・監査報告承認、
令和5年度事業計画（案）・予算（案）承認

総 法人 4月18日（火） 法人会館3階会議室 ● ● 281

2,657 1,222

【単位：千円】

令　和　6　年　度　　　公益社団法人 板橋法人会　事 業 予 算 概 要 書　【　部　会　】

女
性
部
会

№ 事業名 事業概要
所
管

会員

備　　考

支出 収入

増減説明

一般対象
事業
番号

実施日時
（予定日）

実施場所
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役
員

一
般

未
就
学

小
学
生

中
学
生

～
19
才

20
代

30
代

40
代

50
代

60
代

７０
才
～

6年度 5年度 増減 6年度 5年度 増減

1 部会費収入 源泉部会活動のために部会員から集金した部会費 総 336

1 定例講習会
源泉徴収事務、住民税実務、社会保険・労働保険事務を
担当される方を対象とした講習会

総 公1・2
月1回～2回

(4・8・11・12・1月を除く)
法人会館3階会議室 ● ● ● ● ● ● ● 260 0

2 社会貢献事業 創業者育成プログラム「子ども起業塾」 総 公３ 未定 法人会館3階会議室 ● ● ● 269 0

3 新任者講習会
新任の経理担当者を主な対象とし、源泉事務経験者も出
席可能な、源泉徴収事務に関する講習会

総 共益 年2回 法人会館3階会議室 ● ● 5 0

4 役員懇親会 情報交換を兼ねた源泉部会役員による懇親会 総 共益 12月・未定 未定 ● 60 0

5 通常総会
令和３年度事業報告・決算報告・監査報告承認、
令和４年度事業計画（案）・予算（案）承認

総 法人 4月21日（金） 法人会館3階会議室 ● ● 79 0

6 役員会
源泉部会の運営等についての意見交換、部会事業の経過
報告、総会議案書の内容検討

総 法人 年3回 法人会館3階会議室 ● 8 0

681 336

【単位：千円】

一般対象

備　　考

支出 収入

令　和　6　年　度　　　公益社団法人 板橋法人会　事 業 予 算 概 要 書　【　部　会　】

増減説明
所
管

事業
番号

実施日時
（予定日）

実施場所

会員

源
泉
部
会

№ 事業名 事業概要
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資料１１  

令和 5 年 12 月 19 日 

理 事 会 資 料  

 

公益社団法人板橋法人会 理事等の選任・選定に係る基準（案） 
（令和 5 年 12 月 19 日・正副会長会決定） 

 

（目 的） 

第１条 この基準は、理事等の選任・選定に係る基準に関して必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 この基準は、本会の次の役員の選任・選定について適用する。 

  （１） 理事 

  （２） 顧問 

（３） 相談役 

（４） 参与 

 

（選任・選定基準等） 

第３条 理事は、次に掲げるものとし、総会の決議によって選任する。 

  （１） 支部長 

（２） 青年部会長及び副部会長の中から部会長が推薦する者 1 名←（人数制限

を削除） 

  （３） 女性部会長及び副部会長の中から部会長が推薦する者 1 名←（人数制限

を削除） 

  （４） 源泉部会長 

  （５） 東法連委員会委員←削除 （代わりに）委員会委員経験者で正副会長会

が推薦する者（を加入） 

（６） 理事経験者で正副会長会が推薦する者 

  ２ 顧問は、会長経験者の中から選定し、理事会の推薦により会長が委嘱する。 

３ 相談役は、副会長経験者及び監事経験者の中から選定し、理事会の推薦によ

り会長が委嘱する。 

４ 参与は、常任理事経験者の中から選定し、理事会の推薦により会長が委嘱す

る。 

 

（退任） 

第４条 次の各号の一つに該当するに至ったときは、この基準に定める役員等の資格

を失う。 

（１）法人会員でなくなった場合。 

（２）第 3 条第 1 項第 1 号から第 5 号に規定する役職でなくなった場合。ただ

し、引き続き、本部役員に就く場合は除く。 

 

（付 則） 

この基準は、令和３年４月１日から適用する。 

この一部改正は、令和５年１２月１９日から施行する。 
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資料１２ 

令和 5 年 12 月 19 日 

 理 事 会 資 料 

 

公益社団法人板橋法人会 加入増強報奨金支給規程の改正について 

 
板橋法人会は、今後も組織の持続的な発展ができるよう会員増強を図り、組織基盤を

確固たるものにする必要があります。 

そのため、会員が率先して加入勧奨活動に取り組むことができるよう、令和 3 年度

に、加入増強報奨金の支給制度や表彰制度について、「加入増強報奨金支給規程」とし

て整備および改正し、明確化をすすめました。 

しかしながら、基準を運用していく中で、表彰基準が高すぎるため、達成が困難との

ご意見をいただいているため、規程の改正を図ります。 

 

 

記 

 

１．表彰基準の改正理由 

表彰基準が高すぎるため、達成が困難となっている。 

 

 

2．報奨金支給および表彰基準の変更案 

変更案は以下のとおり。（変更箇所は赤字で記載） 

 

加入勧奨実績に基づき支給および表彰を行う。 

「正会員」を勧奨した場合……2 ポイント 

「賛助会員」を勧奨した場合…1 ポイント 

 

① 個人報奨金および表彰 

 「正会員」を勧奨した場合……1 社につき 5,000 円支給 

「賛助会員」を勧奨した場合…1 社につき 3,000 円支給 

 

加入勧奨実績の合計が 5 ポイント以上の場合、総会において表彰し、副賞として

10,000 円を贈呈。（現行は、副賞なし。） 

 

② 支部報奨金および表彰 

支部会員の加入勧奨実績の合計が 10 ポイント以上（現行は、20 ポイント以上）

の場合、100,000 円を支給。 

あわせて、総会において表彰。 

 

３．改正日 

10月11日開催の正副会長会の承認を得て、令和5年4月1日から施行する。 
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資料１２-２ 

令和 5 年 12 月 19 日 

 理 事 会 資 料 

 

公益社団法人板橋法人会 加入増強報奨金支給規程（変更案） 

（令和 5 年 10 月 11 日一部改正） 

 

第１章 総 則 
（目的） 

第 １ 条 この規程は、公益社団法人 板橋法人会（以下「法人会」という。）に所

属する会員及び法人会の保険受託会社（以下「保険受託会社」という。）

の加入勧奨活動を推進し、組織の持続的な発展に向けて会員増強を図るこ

とを目的として定める。 

 

（加入増強報奨金の種類） 

第 ２ 条 加入増強報奨金（以下「報奨金」という。）の種類は、次のとおりとす

る。 

  （１）支部報奨金 

  （２）個人報奨金 

  （３）保険受託会社報奨金 

 

（適用範囲） 

第 ３ 条 前条に規定する支部報奨金及び個人報奨金は、法人会の支部若しくは会

員による加入勧奨活動（以下「加入勧奨活動」という。）の実績に対して

適用する。 

２ 前条に規定する保険受託会社報奨金は、次の各号に定める保険受託会社

による加入勧奨活動の実績に対して適用する。 

  （１）大同生命保険株式会社 

  （２）AIG 損害保険株式会社 

  （３）アフラック生命保険株式会社 

 

（算定基準日及び期間） 

第 ４ 条 報奨金の算定基準日は、当年 3 月 31 日とする。 

   ２ 報奨金の算定期間は、前年 4 月 1 日から当年３月末までとする。 

  

（新規入会者） 

第 ５ 条 本規定における新規入会者とは、当該算定期間において、加入勧奨活動

により、新規に法人会に入会し、かつ、初年度の会費を納めた者をいう。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の新規入会者から除くものと

する。 

  （１）法人会に入会した実績があり、算定基準日から数え、過去５年以内に

退会したもの。 

   （２）法人会への入会を勧奨した会員（以下「紹介会員」という。）と、氏

名、住所、電話番号、会費の請求先のいずれかが同一の場合。 

   （３）算定基準日に法人会を退会していた場合。 
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（加入件数） 

第 ６ 条 本規定における加入件数は、新規入会者一人につき 1 件とする。 

 

（加入勧奨実績） 

第 ７ 条 本規定における加入勧奨実績は、次のとおりとし、新規入会者の会員区

分により付与するものとする。 

 

 

 

 

 
 

 

 

第２章 支部報奨金 
（支給基準） 

第 ８ 条 当該支部に所属する紹介会員の算定期間における加入勧奨実績を合算

し、その値が１０ポイント以上のとき、該当の支部に支部報奨金を支給す

る。 

 

（支部報奨金の額） 

第 ９ 条 支部報奨金の額は、一律 100,000 円とする。 

 

（支給方法） 

第１０条 支部報奨金は、第 8 条の支給基準に達した支部に対して支給し、支部名

義の銀行口座への振込を原則とする。ただし、特に支部長が希望する場合

は、現金で支給することができる。 

   ２ 支部報奨金は、該当年度の通常総会終了後、速やかに支給する。 

  

 

 

第３章 個人報奨金 

（支給基準） 

第１１条 紹介会員には、算定期間における加入件数に応じて、個人報奨金を支給

する。ただし、紹介会員に、会費の未納がある場合は、支給の対象としな

い。 

    

（個人報奨金の額） 

第１２条 個人報奨金の額は、次のとおりとする。 

   （１）正会員として入会させたとき   1 件 5,000 円 

   （２）賛助会員として入会させたとき  1 件 3,000 円 

２ 紹介会員に支給する個人報奨金は、前項で定める額に算定期間における

加入件数を乗じた額とする。 

  

会員区分 加入勧奨実績 

正会員 ２ポイント 

賛助会員 １ポイント 
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（不支給） 

第１３条 紹介会員が、支給時に法人会を退会している場合は、個人報奨金を支給

しないか、若しくは減額して支給する。 

 

（支給方法） 

第１４条 個人報奨金は、紹介会員個人に対して支給し、会員名義の銀行口座への

振込を原則とする。ただし、特に本人が希望する場合は、現金で支給する

ことができる。 

２ 個人報奨金は、該当年度の通常総会終了後、速やかに支給する。    

 

 

 

第４章 保険受託会社報奨金 

（支給基準） 

第１５条 保険受託会社には、算定期間における加入件数に応じて、保険受託会社

報奨金を支給する。 

    

（保険受託会社報奨金の額） 

第１６条 保険受託会社報奨金の額は、次のとおりとする。 

   （１）正会員として入会させたとき   1 件 3,000 円 

   （２）賛助会員として入会させたとき  1 件 1,000 円 

２ 各保険受託会社に支給する保険受託会社報奨金は、前項で定める額に算

定期間における各保険受託会社が紹介した加入件数を乗じた額とする。 

 

（不支給） 

第１7 条 保険受託会社が、保険受託会社報奨金の受取りを辞退した場合には、支

給しないか、もしくは減額して支給する。 

    

（支給方法） 

第１8 条 保険受託会社報奨金は、各保険受託会社の代表者に対して支給し、銀行

口座への振込を原則とする。ただし、対象の代表者が希望する場合は、現

金で支給することができる。 

２ 保険受託会社報奨金は、該当年度の通常総会終了後、速やかに支給す

る。    

 

 

 

第５章 表 彰 
（支部表彰） 

第１９条 支部報奨金の支給対象となった支部には、該当年度の通常総会におい

て、感謝状を贈呈する。 
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（個人表彰） 

第２０条 加入勧奨実績が５ポイント以上の紹介会員には、該当年度の通常総会に

おいて、感謝状及び副賞を贈呈する。 

２ 個人表彰の副賞は、金 10,000 円とする。 

 

（保険受託会社表彰） 

第２１条 保険受託会社報奨金の支給対象となった保険受託会社には、該当年度の

通常総会において、感謝状を贈呈する。 

 

（加入増強功労表彰） 

第２２条 第 19 条から第 21 条に規定するもののほか、加入勧奨活動に貢献し、

その功績が顕著と会長が認めた個人若しくは団体には、該当年度の通常総

会において、感謝状を贈呈する。なお、その功績が特に優れている場合に

は、功労金を支給することができる。 

 

 

 

第６章 雑 則 
（改廃） 

第２３条 この規程を改廃するときは、正副会長会の承認を得なければならない。 

 

 

 

附 則 

 

この規程は、令和 3 年 5 月 10 日に施行し、令和 3 年４月１日から適用する。 

この一部改正は、令和 5 年 10 月 11 日から施行し、同年 4 月 1 日から適用する。 
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公益社団法人板橋法人会 理事会運営規則第14条の規定に基づき、下記の取引について、報告します。

Ｎｏ 取引の内容 取引の相手方 取引の金額 履行期間 履行場所 委託の内容 適　　用

1
公益社団法人板橋法人会
意見交換会
ケータリング業務委託

板橋区板橋４－４－２
セントラルフーズ
さんいち 株式会社
代表取締役　松坂美帆

￥１６６，０００-
（消費税込み）
※見積時想定人数：５０名
（１人あたり３，８００円）

令和5年９月２９日から
令和５年９月２９日まで

板橋区氷川町39番2号
板橋法人会館
３階会議室

ケータリング業務一式
（料理・飲物の提供、
設営、運搬、器材提
供、人員手配）

令和５年９月２９日開催の理事会にお
いて、理事会運営規則第13条の規定に
基づき承認を得た当該取引について、
承認された内容と同一の内容で契約し
たので、同規則第14条の規定に基づき
報告するものである。

2
公益社団法人板橋法人会
第１１回通常総会懇親会
ケータリング業務委託

板橋区板橋４－４－２
セントラルフーズ
さんいち 株式会社
代表取締役　松坂美帆

￥９００，０００-
（消費税込み）
※見積時想定人数：２００名
（１人あたり４，５００円）

令和５年６月１３日から
令和５年６月１３日まで

板橋区大山東町
５１－１
板橋区立文化会館
大会議室

ケータリング業務一式
（料理・飲物の提供、
設営、運搬、器材提
供、人員手配）

令和５年９月２９日開催の理事会にお
いて、理事会運営規則第13条の規定に
基づき承認を得た当該取引について、
承認された内容と同一の内容で契約し
たので、同規則第14条の規定に基づき
報告するものである。

3
公益社団法人板橋法人会
全体委員会
ケータリング業務委託

板橋区板橋４－４－２
セントラルフーズ
さんいち 株式会社
代表取締役　松坂美帆

￥２４０，０００-
（消費税込み）
※見積時想定人数：７０名
（１人あたり３，５００円）

令和５年６月２７日から
令和５年６月２７日まで

板橋区大山東町
５１－１
板橋区立文化会館
大会議室

ケータリング業務一式
（料理・飲物の提供、
設営、運搬、器材提
供、人員手配）

令和５年９月２９日開催の理事会にお
いて、理事会運営規則第13条の規定に
基づき承認を得た当該取引について、
承認された内容と同一の内容で契約し
たので、同規則第14条の規定に基づき
報告するものである。

利益相反取引の報告について



会員企業

板橋法人会

会員企業

会員企業

会員企業

会員企業
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優秀賞（板橋法人会賞） 

基本情報 

１ 製品名 加齢によるからだの衰えをトータルで評価し、その改善をサポート

「FR シリーズ（FR-100L・FR-200L・FR-300L・TANITARING）」

２ 企業名称 株式会社 タニタ 

３ 代表者名 代表取締役社長  谷田 千里 

４ 所在地 東京都板橋区前野町 1-14-2 

５ 電話 03-3968-2111 ６ FAX 03-3968-2110

７ URL https://www.tanita.co.jp/ 

１ 会社概要 

体組成計や活動量計などの健康計測機器の製造・販売、「タニタ食堂」をはじめとす

る健康サービスを提供する健康総合企業です。1959 年に家庭用体重計の製造を開

始し、1992 年には世界初の乗るだけで体脂肪率を計測できる体脂肪計を開発。 

その後も人々の健康くりをサポートする新たな指標を開発・商品化し、市場をリード

してきました。近年では、「健康をはかる」機器に加えて、さまざまな「健康をつく

る」サービスを展開し、事業領域を広げています。 

２ 製品の説明 

FR シリーズは、筋力計 FR-100L、体組成計 FR-200L、歩数計 FR-300L の

3 機種で構成。これらの機器で計測した生体情報や活動情報を専用のスマートフ

ォン対応アプリ「TANITARING」に集約、解析することで、からだの衰えを見え

る化する新指標「健康総合判定」を表示し、改善に関するアドバイスも表示しま

す。高齢者の身体的レイルを判断するためには、従来の体組成計で計測していた筋

肉の量以外に、筋力や移動能力など日常生活に必要な運動機能を計測することが必

要です。こうした身体機能に加え、疲労感などの精神・心理面や日常生活の活動性

などの社会面、その他栄養の状態などを総合的に評価することも重要です。しか

し、これまで身体的・精神的・社会的などを総合的にフィードバックできる商品は

ありませんでした。そこで、新指標「健康総合判定」を開発。さらに評価に合わせ

て具体的な栄養や運動に関するアドバイスと目標を提示することで、シニア世代の

健康づくりをサポートできる仕組みにしました。 

2 / 2



資料１５  

令和５年１２月１９日 

理 事 会 資 料 

 

公益社団法人板橋法人会 区長及び議長に対する要望活動 
 

１．件  名  「令和６年度税制改正に関する提言」の要望活動 

 

２．実施日時  令和５年１１月８日（水）１４時３０分～（区議会議長） 

         １４時２０分 板橋区役所本庁舎 1階ロビー集合 

        令和５年１２月４日（月）１１時３０分～（区長） 

         １１時２０分 板橋区役所本庁舎 1階ロビー集合 

 

３．実施内容  区長及び議長に直接面会し、公益財団法人全国法人会総連合が取

りまとめた「令和６年度税制改正に関する提言」を会長から手渡

しします。 

 

４．出 席 者  板橋法人会 会  長   森 田   稔 

              副会長    武 居 弘 市（総務委員長） 

                            副会長    奥 積 賢 一（事業研修税制委員長） 

                            事務局長   甲 斐 正 弘 

 

５．参  考 

（１）公益財団法人全国法人会総連合（全法連） 

法人会は、税務署の管轄区域ごと全国各地に 440 の単位法人会があり、板

橋法人会はこの単位法人会にあたります。 

そして、県単位の連合体として 41 都道県連が組織されており、さらに、

法人会の全国組織として全国法人会総連合があります。 

 

（2）提言内容 

公平で健全な税制の実現を目指して会員企業の意見や要望を反映しなが

ら、税のあるべき姿や将来像を見据えて建設的な提言を行っています。 

 

（３）要望活動 

        この要望活動は、全国の法人会で行われています。 

    なお、昨年度は、１１月 1４日（月）の午後と１２月２日（金）の午前に行

っています。 

 

 
〒173-0013 板橋区氷川町 39 番 2 号 

公益社団法人板橋法人会事務局 担当 甲斐 

 電話   03-3964-1413 

 F a x  03-3964-2255 



2024板橋 Cityマラソン開催に伴うご協賛のお願い 

 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日ごろから、

板橋 City マラソンへ多大なるご協力を賜り深く感謝申し上げます。 

 このたび、2024板橋 Cityマラソンを令和６年３月１７日（日）に

開催することとなりました。 

 つきましては、貴社のご支援、ご協力を賜りたくお願い申し上げ

ます。 

令和５年１０月２日 

（公社）板橋法人会 様 

板橋 Cityマラソン実行委員会 

会 長 板橋区長 坂 本   健 

副会長 国土交通省荒川下流河川事務所長 

出 口 桂 輔 

副会長 （公財）東京陸上競技協会理事長  

下 山 良 成 

  （お問合せ先）〒173-8501 板橋区板橋二丁目６６番１号 

板橋 Cityマラソン実行委員会事務局 

（板橋区区民文化部スポーツ振興課内） 

担当 山内・森・瀨戸 

電話 ０３-３５７９-２６５４

ＦＡＸ ０３-３５７９-２０４６

e-mail i-c-m@city.itabashi.tokyo.jp
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2024板橋 Cityマラソンご協賛企業・団体のみなさまへ 

 

 

ご協賛に伴う手続きについて 
 

 １ 協賛申込書のご提出 

  「協賛申込書」を事務局宛にお送りください。 

 

 

 ２ ご協賛金のお振込（※金銭によるご協賛企業・団体様のみ） 
     

＜協賛金振込口座＞ 

   みずほ銀行 板橋支店 普通預金 1538984 

   板橋 Cityマラソン実行委員会  

事務局長 田中 一誉（タナカ カズタカ） 
   

   ※お振込みの手数料等は、協賛者様でご負担くださいますようお願いいたします。 

    また、請求書が必要な場合は発行いたしますので、ご連絡ください。 
   

  お振込期限 令和６年１月３１日（水）までにお願いいたします。 

 

 

３ 大会公式ホームページ上の広告掲載について 

   大会公式ホームページ上にご協賛企業・団体様のバナーを掲載し、 

リンク設定を行うことができます。 

※詳細については裏面をご参照ください。 

 

 

４ お問合せ・ご連絡先 

〒173-8501 板橋区板橋二丁目 66 番 1 号 

板橋 Cityマラソン実行委員会事務局（板橋区区民文化部スポーツ振興課内） 

担当：山内・森・瀨戸 

TEL：03-3579-2654 FAX：03-3579-2046  

E-mail：i-c-m@city.itabashi.tokyo.jp 
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板橋 Cityマラソン 

大会公式ホームページ広告掲載について 
 

 
１ 大会公式ホームページ 

Ｕ Ｒ Ｌ：https://i-c-m.jp/ 

公開期間：令和６年８月末まで（予定） 

 

 

２ バナー掲載手順 

（１）ロゴデータ、リンク先 URL等を事務局にご提供ください。 

     ※前回と変更がない場合、その旨をご連絡ください。 

 

（２）表示したバナーをクリックすることで紹介ページを閲覧できるよう

に設定します。 

※リンク設定を希望しない場合はロゴの表示のみとなります。 

 

 

３ バナー掲載例 
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【単位：円】

予算額 6月末の状況 9月末の状況 12月末の状況 年度末の状況 執行残 執行率

　会　　　費 32,800,000 30,663,800 30,989,100 0 0 1,810,900 94.48%

　事 業 収 益 49,572,000 8,221,851 16,947,378 0 0 32,624,622 34.19%

　補　助　金 26,659,300 6,863,300 14,702,300 0 0 11,957,000 55.15%

　部　会　費 2,730,000 2,397,000 2,391,000 0 0 339,000 87.58%

　雑収益・運用益 2,250,900 668,951 1,100,824 0 0 1,150,076 48.91%

　繰　越　金 44,985,259 44,985,259 44,985,259 0 0 0 100.00%

【経常収入の計】 158,997,459 93,800,161 111,115,861 0 0 47,881,598 69.89%

資産 　備品購入費繰入 0 0 0 0 0 0 0.00%

158,997,459 93,800,161 111,115,861 0 0 47,881,598 69.89%

ⓑ 公益目的事業会計 69,654,141 11,056,247 20,729,344 0 0 48,924,797 29.76%

　収益事業等会計 32,687,091 3,164,697 5,687,045 0 0 27,000,046 17.40%

　法 人 会 計 17,367,173 5,135,893 8,034,738 0 0 9,332,435 46.26%

　支部・部会仮払金 12,435,625 14,951,425 0

ⓒ【経常費用の計】 119,708,405 31,792,462 49,402,552 0 0 70,305,853 41.27%

　備品購入等 0 0 0 0 0 0 0.00%

　資産積み増し 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0.00%

134,708,405 31,792,462 49,402,552 0 0 85,305,853 36.67%

24,289,054 62,007,699 61,713,309 0 0

51,239,496 0 0 0 0

75,528,550 62,007,699 61,713,309 0 0

58.19% 34.78% 41.96% #DIV/0! #DIV/0!

69,654,141 11,056,247 20,729,344 0 0

75,528,550 62,007,699 61,713,309 0 0

△ 5,874,409 △ 50,951,452 △ 40,983,965 0 0　保有上限額の超過の有無

公益事業比率

◯公益法人の財務基準（公益事業比率）の検証　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※遊休財産額の対象とならない固定資産及び特定資産を除いて計算している。

◯公益法人の財務基準（遊休財産額保有制限）の検証

資産

ⓑ公益目的事業会計の額

ⓗ遊休財産の額

ⓑ-ⓗの額　【△は超過状態】

（ⓑ公益目的事業会計  /  ⓒ経常費用の計）

　遊休財産額

ⓕ　         流動負債、減価償却費等

                              公益社団法人板橋法人会　 執 行 状 況 調 書    【 令和5年度 】

ⓖ　　　　遊休財産該当資産　

ⓗ　　　　遊休財産額（ ⓔ+ⓕ+ⓖ ）

　遊休財産額の保有上限額

　※法人会計及び仮払金は、年度末に、事業実績に基づき、各会計間の割振りを調整

　【資料17】
令和５年12月19日

理事会資料

収入

支出

項      　目

ⓔ　　　　差　引　残　（ ⓐ-ⓓ ）

経常

ⓐ　　 　【収入の計】

ⓓ 　　【支出の計】

経常



【資料-18】
令和5年12月19日

理事会資料

■中核事業の復旧に必要な資料の概要【進捗】

項
目

ﾀﾞﾐｰ
ﾃﾞｰﾀ
No

ﾁｪｯｸ 資料名
入手
先

何のために使う資料か？
BCP文書として必要な記載内容

※更新が必要な資料は、作成年月日と作成部署名を記入する
※原資料の保管場所と非常時の持出し方法について確認しておく

備考

0 ✔ 社是、社訓、企業理
念等

総務
部門

・企業の社会的な役割を表し、これに基づき中
核事業を展開
・最悪の状況下で創業の理念に立ち返る

－
全法連データベースから
転用

1 ✔ 会社案内
パンフレット

総務
部門

・新規仕入先・同業者への支援依頼
・金融機関等からの融資申し込み時の基礎資
料

・会社名、所在地、電話番号、FAX番号
・設立、資本金、従業員数
・代表者名、役員名
・沿革、事業内容、事業拠点
・主要取引先、取引金融機関
・営業許可、外部認証、取得特許等

板橋法人会マニュアルか
ら転用
許認可：労働保険事務組
合許可通知書

2 ✔ 従業員連絡先一覧
人事
部門

・従業員の安否確認
・出社要請

・氏名（フリガナ）
・住所
・自宅電話番号
・携帯電話番号
・携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
※複数の連絡手段が記載されてることが望ましい。

ダミーデータの書式により
作成

3 ✔ パート、アルバイト
一覧

人事
部門

・パート、アルバイトの安否確認
・中核事業復旧のための応援要請

・氏名（フリガナ）
・住所
・自宅電話番号
・携帯電話番号
・携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
※複数の連絡手段が記載されてることが望ましい。

パート、アルバイトは居な
い

4 ✔ 従業員台帳
人事調書

人事
部門

・従業員及び家族の安否確認

・氏名（フリガナ）
・住所/電話番号
・生年月日
・家族情報（氏名、続柄、住所、電話番号）
※複数の連絡手段が記載されてることが望ましい。

作成した従業員連絡先一
覧に記載内容を追加して
作成

5 ✔ 退職者リスト
人事
部門

・中核事業復旧のための応援要請
従業員台帳に同じ
※従業員台帳を転用するかたちで可

作成した従業員台帳と同
様の形式で作成

仕
入

6 不要

原材料・資機材調
達先リスト
※調達先が被災する
ことも想定して、リスト
改定時に予備の調達
先もリストに加えてお
きましょう。

調達
部門

・仕入先への情報提供
・中核事業の復旧に必要な原材料及び資機
材等の調達

・原材料名、資機材名（仕様、型番等）
・会社名、営業所名
・連絡先窓口（部署、氏名、電話番号、FAX番号、メールアドレス）
・納入経路、納入手段

※納品が物流会社経由の場合は、物流会社の窓口（部署、氏名、
電話番号、FAX番号、メールアドレス）も

10/6中小企業診断士との
打合せにより不要となった

7 不要 各機械の設計図書
生産
部門

・機械が壊れた時等の修理／再調達
（※7,8,9を機械毎にまとめる９）

・設計・製造図面
・自社用にカスタマイズした部分の設計・製造図面

10/6中小企業診断士との
打合せにより不要となった

8 不要 各機械の仕様書
生産
部門

・機械が壊れた時等の修理／再調達
（※7,8,9を機械毎にまとめる）

・製品カタログ
・メーカー名
・機種、型式、型番、製造年月日
・自社用にカスタマイズした仕様

10/6中小企業診断士との
打合せにより不要となった

9 不要
各機械の取扱説明
書

生産
部門

・機械を復旧させるための操作手順の確認
（※7,8,9を機械毎にまとめる）

・取り扱い手順
・取扱い時の留意事項

10/6中小企業診断士との
打合せにより不要となった

10 不要
各機械のメーカー修
理窓口

生産
部門

・機械が壊れた時等の修理／再調達
・機械名
・メーカー名、販売代理店名
・保守窓口（部署、氏名、電話番号）

10/6中小企業診断士との
打合せにより不要となった

11 不要
生産機械等の現状
写真

生産
部門

・生産機械等の設置状況をビジュアルに把握
しておくことで、機械を復旧するときの手助け
とする

・設置写真
※複数の角度から撮影する。スナップ写真で可。
・接続周辺装置写真、接続配管の写真
・空調機の吹き出し位置の写真
・撮影年月日

10/6中小企業診断士との
打合せにより不要となった

12 不要
代替生産先との契
約書

生産
部門

・自社生産ができない場合の代替生産委託

・提供できる製品／サービス
・代替生産を委託する契約条件（数量、納期、委託額、受け渡し方
法等）
※事前に代替生産先との相互協力の話をしておく

10/6中小企業診断士との
打合せにより不要となった

13 ✔ 同業者リスト
生産
部門

・自社生産ができない場合の代替生産委託

・提供できる製品／サービス
・会社名
・電話番号
※業界団体の名簿等のコピーで代用可

都道府県法人会連合会
名簿と東法連の各単位会
名簿を転載

14 ✔ 得意先（販売先・納
入先）リスト

営業
部門

・得意先との非常時のコミュニケーション
・得意先への応援要請

・得意先名
・連絡先窓口（部署、担当、電話番号、FAX番号、メールアドレス）
・納入製品名、年間取引高

法人会会員名簿を使用

15 ✔ 得意先等との契約
書

営業
部門

・取引条件の確認
※不可抗力（自然災害等時）条項の有無
※売掛債権の回収

・基本契約、個別契約等の条件
・不可抗力時の条件
・決済条件（決済方法、支払サイト等）

法人会の会則（定款）・入
会規程（入会及び退会規
程）を使用

全
般

人
的
資
源

生
産

販
売
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項
目

ﾀﾞﾐｰ
ﾃﾞｰﾀ
No

ﾁｪｯｸ 資料名
入手
先

何のために使う資料か？
BCP文書として必要な記載内容

※更新が必要な資料は、作成年月日と作成部署名を記入する
※原資料の保管場所と非常時の持出し方法について確認しておく

備考

16 ✔ 竣工図等設計図書
総務
部門

・建物や設備が損壊した場合の修理

・建築関係図面（各階平面図、立面図、断面図、各階梁伏図　他）
・電気関係図面（外構図、単線結線図、幹線系統図、コンセント設
備図、電灯設備図、防災設備系統図　他）
・空調関係図面（ダクト系統図、機器表　他）
・給排水衛生設備図（配管系統図、各階平面図、トイレ詳細図
他）など

板橋法人会 会館 新築工
事 原設計図からコピー

17 ✔ 設備機器の仕様書
総務
部門

・設備や配管が損壊した場合の修理
（※17,18を設備機器毎にまとめる）

・電気設備
・空調設備、換気設備、ボイラー（熱源）設備
・給水設備、排水設備
・搬送設備（エレベータ等）、駐車場設備
・防災設備、防犯設備
・監視制御設備、放送・通信設備　など

作成済

18 ✔ 設備機器の取扱説
明書

総務
部門

・設備や配管が損壊した場合の修理
（※17,18を設備機器毎にまとめる）

・取り扱い手順
・取扱い時の留意事項

作成済

19 ✔
ゼネコン、サブコン、
保守管理業者等の
窓口

総務
部門

・建物や設備が損壊した場合の修理

・設備機器名
・メーカー名、販売代理店名
・連絡先窓口（部署、氏名、電話番号、FAX番号、メールアドレス）
※担当窓口の名刺のコピーで可
※電話会社、電力会社、ガス会社、水道事業者、警備会社、建物
所有者等の連絡先も把握しておく。

作成済

20 ✔ 現状写真
総務
部門

・施設建物の屋内外をビジュアルに把握して
おくことで、建物を復旧するときの手助けとす
る

・工場、執務室等の室内写真、設備諸室の写真、ダクト・配管の写
真
※複数の角度から日付入りで撮影する。スナップ写真で可。
・写真の説明（撮影場所、何を写したか等）

作成済

21 災害用備蓄品一覧
総務
部門

・二次災害防止用
・負傷者が出た場合の応急手当用
・帰宅困難者用（顧客、社員、近隣住民等）
・会社に寝泊まりして復旧する場合の備蓄

・備蓄品名
・備蓄数量
・備蓄年月日
・備蓄制限（食料、水等の場合）
・備蓄場所

作成中

22 ✔ 預金通帳（入出金
明細）の写し

財務
部門

・被災時の資金繰りの目安の確認
・手元資金の確保

・口座情報（金融機関名、支店名、口座番号、預金者名義）
・過去１年程度の入出金明細
※必要あれば定期的入金先・支払先情報を補記

メイン口座金融機関
東京信用金庫
みずほ銀行

23 ✔ 直近３期分の決算
書

財務
部門

・復旧費用の調達
※金融機関等からの借入用

・貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書及び付属明細
表

24 ✔ 預金証書の写し
財務
部門

・復旧費用の調達
※金融機関等からの借入用

・口座情報（金融機関名、支店名、口座番号、預金者名義）
・預金残高

25 ✔ 不動産登記済権利
証

総務
部門

・復旧費用の調達
※金融機関等からの借入用

※所定の書式による 平成１１年６月２３日付

26 ✔ 土地、建物の登記
簿謄本

総務
部門

・復旧費用の調達
※金融機関等からの借入用

※所定の書式による 平成２６年７月８日付

27 ✔ 会社の登記簿謄本
総務
部門

・復旧費用の調達
※金融機関等からの借入用

※所定の書式による 令和５年１０月２日取得

28 ✔ 印鑑証明書
総務
部門

・復旧費用の調達
※金融機関等からの借入用
※可能であれば発行後３か月以内のもの

※所定の書式による 令和４年４月４日取得

29 ✔ 損害保険契約書
総務
部門

・保険契約の内容確認
・保険金の請求

・保険会社名、保険のタイプ、保険証番号、保険金額、免責金額、
補償内容
・代理店名、営業所名
・連絡先窓口（部署、担当、電話番号、FAX番号、メールアドレス）
※名刺のコピーで代用可

とうきょう共済
共済契約証書
令和４年１２月１２日締結

30 ✔
ＰＣ、ソフトウェアの
バックアップ情報一
覧

情報
部門

・情報システム、ＩＴ資源の復旧
※重要なデータやソフトを定期的にバックアッ
プし、リストを整備しておく。（詳細下記ご参照）

・バックアップの頻度、記録媒体、保管場所
・バックアップの責任者（部署、氏名）、復旧手順を知っている者
・ファイル名、ファイル形式、アクセスキー（ＩＤ、パスワード等）
※管理者権限のＩＤ、パスワードがある場合はそれを記載する（た
だし、情報セキュリティに注意）
・使用する機器、媒体、社内業務
・コールセンター名、電話番号

現存の情報機器管理簿を
使用

31 ✔
複合機、印刷機器
各機械のメーカー修
理窓口

情報
部門

・機械が壊れた時等の修理／再調達
・機械名
・メーカー名、販売代理店名
・保守窓口（部署、氏名、電話番号）

作成済

直近３期分の総会議案書
を使用

Ｉ
Ｔ
関
連

資
金
調
達

建
物
・
設
備
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発信者東京 税理士会綱紀監察部部長嗚島和昭

にせ税理士排除文等の市区町村及び都主税局の広報紙等への掲載方依頼について（写）

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当部事業に対し多大のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて本会では、にせ税理士等排除の監察活動の一環として、別添のとおり市区町村、

都主税局及び都税事務所等に記事掲載方協力の依頼をしております。

つきましては、貴支部におかれましても無料税務相談の案内等に併せ、市区町村及び

都税事務所等の広報担当者に直接掲載方をご依頼下されば一層効果的と思われますの

で、対応方につきお願い申し上げます。

なお、同一区内に複数支部がある場合には、関係支部間で調整するなどについてご留意

下さい。

また、地域内における法人会等、税務協力団体の広報紙及び町内会等の自治組織内回覧

（板）等への広報にも、貴支部から掲載方依頼をして下さるよう併せてお願いいたします。
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古区町村広報御担当者 各位

東 税 第 47 6 号

令和 5年 11月 10日

東京税理士会

会長足達信一

広報紙等への記事掲載方について（お願い）

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、本会事業に対しまして格別のご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げま

す。

さて、所得税の確定申告期が近づきますと、税理士法で禁止されているにも拘わら

ず、税理士資格の無い者（いわゆる「にせ税理士」又は「にせ税理士法人」）が、税務

代理、税務書類の作成又は税務相談を行い、納税者に不測の損害を与えるおそれがあり

ます。

本会では、これらの予防及び排除活動を行っていますが、違反者は後を絶たないのが

現状であります。

つきましては、上記趣旨をご理解の上、貴団体において発行される広報紙等にその注

意方喚起の一環として、下記の内容を翌年 1月～ 2月に掲載していただきたく特段のご

配慮を賜りますようお願いいたします。

なお、本会では税理士制度及び税理士業務について、広く一般に知っていただくた

め、ホームページを開設しておりますので、そのURLの掲載方についても併せてお願

い申し上げまず。

記

◇掲載文（案）

確定申告はお早めに。

税理士資格の無い者が税務相談、税務書類の作成、税務代理をすることは、法律で｛

禁じられているばかりでなく、専門的知識が欠けている等のため依頼者（納税者） ； 

が不測の損害を被るおそれもあります。

「にせ税理士」及び「にせ税理士法人」にご注意ください。

税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。

ー東京税理士会一

• UR  L ht tps: / /www. tokyozeiri shikai. or. jp 

〔別訴資料〕

・税理士法（抄）

・リーフレット「What's税理士」

※本状に関する問合せ等は、本会事務局綱紀監察課（T肛 03-3356-4476 / 

FAX 03-3356-4469) までご連絡ください。
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税 理士法（抄）

（税理士の使命）

第 1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納

税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された

納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

（税理士の業務）

第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税（印紙税、登録免許税、関税、法定外普通

税（地方税法（昭和 25年法律第 226号）第 10条の 4第 2項に規定する道府県法定外

普通税及び市町村法定外普通税をいう。）、法定外目的税（同項に規定する法定外目

的税をいう。）その他の政令で定めるものを除く。第 49条の 2第 2項第 10号を除き、

以下同じ。）に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 税務代理（税務官公署（税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものと

する。以下同じ。）に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法（平成 26

年法律第 68号）の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て（これらに準

ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法（昭和 28年法律第 6号）

第 2章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」と

いう。）につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税

務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること（次号

の税務書類の作成にとどまるものを除く。）をいう。）

二 税務書類の作成（税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不

服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提

出する書類（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の

知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。第 34条第 1項において同じ。）を作成

する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。）で財務省令で定めるもの（以

下「申告書等」という。）を作成することをいう。）

三 税務相談（税務官公署に対する申告等、第 1号に規定する主張若しくは陳述又は

申告書等の作成に関し、租税の課税標準等（国税通則法（昭和 37年法律第 66号）第

2条第 6号イからへまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをい

う。以下同じ。）の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。）

2 税理士は、前項に規定する業務（以下「税理士業務」という。）のほか、税理士の

名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳

簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の

法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限

りでない。

3 前2項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人（第 48条の 2に規定する税理

士法人をいう。次章、第4章及び第 5章において同じ。）の補助者としてこれらの項

の業務に従事することを妨げない。
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第 2条の 2 税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、

弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。

2 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又

は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

（税理士業務の制限）

第 52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほ

か、税理士業務を行ってはならない。

（名称の使用制限）

第 53条 税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を

用いてはならない。

2 税理士法人でない者は、税理士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

3 税理士会及び日本税理士会連合会でない団体は、税理士会若しくは日本税理士会連

合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。

4 前 3項の規定は、税理士又は税理士法人でない者並びに税理士会及び日本税理士会

連合会でない団体が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるもの

と解してはならない。

第 59条 次の各号のいずれかに該当する者は、 2年以下の懲役又は 100万円以下の罰金

に処する。

税理土となる資格を有しない者で、日本税理士会連合会に対し、その資格につき

虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたもの

二 第 37条の 2 （第 48条の 16において準用する場合を含む。）の規定に違反した者

三 第 38条（第 50条第 2項において準用する場合を含む。）又は第 54条の規定に違

反した者

四 第 52条の規定に違反した者

2 前項第 3号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第 61条 次の各号のいずれかに該当する者は、 100万円以下の罰金に処する。

口
第 53条第 1項の規定に違反した者

第 53条第 2項の規定に違反した者

第 53条第 3項の規定に違反した者

第 63条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関し、第 58条、第 59条第 1項第 2号（第 48条の 16において準用

する第 37条の 2に係る部分に限る。）若しくは第4号、第 60条第 3号（第 48条の

20第 1項に係る部分に限る。）、第 61条又は前条の違反行為をしたときは、その行

為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
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板橋

13,131 ① 勧   奨 13

13 ③ 不明他 0

8  (3)合 計・・・（①+②+③） 13

5

31.5% 2

7

13

3,772

177 ① 転   出 1

189 ② 休業・廃業

③ 所在不明 0

④ 会費未納会員の整理 0

（ｲ）メリットなし 3

262 （ﾛ）営業不振 0

新規入会 3 （ﾊ）零  細 0

既存会員 0 （ﾆ）不明他 0

0 小          計 3

265 8

資料20

令和5年12月19日

理事会資料

 （4）合 計・・・（①+②+③+④+⑤）

  ②正会員以外の会員（法人)の増加数

　③正会員以外の会員（個人)の増加数

 合 計・・・（①+②+③）

減
 
 

少
 
 

数
 
 

内
 
 

訳

2023年11月度 会員増減報告書

増
加
数
内
訳

4,133 ②

（1）稼動法人数

（2）前月総会員数
〔賛助・特別・個人会員等含む〕

（3）増加数

4,138
 （倒産、吸収合併等による会社消滅も含む）

⑤
 

脱
 

会

4

4,138   ①正会員の増加数 4

転   入 0

　法 人 会

（4）減少数

（5）差   引

（6）当月総会員数

〔賛助・特別・個人会員等含む〕

（7）加入率

 ① 正会員数

減少数

当月総組合員数

労働保険事務組合の加入状況

※業種により1社で複数の事業場を含む。

 ②正会員以外の会員数（法人）

 ③正会員以外の会員数（個人）

合計・・・（①+②+③）

前月総組合員数

増加数

（6)における当月会員数の内訳

（3)における会員種別増加数



資料21
令和5年12月19日

理事会資料

事業計画・予算
・決算関係

法人会運営関係 規則等・その他

1 令和5年4月13日 （木）第1回 正副会長会
・通常総会運営の検討
・監査会の準備状況

 

※終了した事業は削除して
　います。

2 令和5年5月10日 （水）第2回 正副会長会
・令和4年度事業報告及び
　　決算の承認

・通常総会議案書の検討
・総会、全体委員会
　　実施要領の検討

 

3 令和5年5月17日 （水）監査会
・事業報告等の監査
・計算書類等の監査

4 令和5年5月18日 （木）第1回 常任理事会
・通常総会議案書の検討
・総会、全体委員会
　　実施要領の検討

 

5 令和5年5月25日 （木）第1回 理事会
・通常総会議案書の検討
・総会、全体委員会
　　実施要領の検討

6 令和5年6月7日 （水）第3回 正副会長会 ・総会、全体委員会実施準備

7 令和5年6月13日 （火）第11回 通常総会

・4年度事業報告
・5年度事業計画及び
　　収支予算の報告
・4年度財務諸表の承認

8 令和5年6月13日 （火）
第2回 理事会
（臨時理事会）

・会長（代表理事）の選定
・副会長（業務執行理事）
　　の選定
・常任理事（業務執行理事）
　　の選定

9 令和5年6月27日 （火）第3回 理事会
・各委員会の委員の委嘱
・顧問、相談役及び参与の推薦

10 令和5年6月27日 （火）全体委員会
・会長による基本方針説明
・委員長による主要施策の説明

・委嘱状の交付

11 令和5年7月13日 （木）第4回 正副会長会

12 令和5年7月20日 （木）第2回 常任理事会
・板橋税務署名刺交換会
　終了後開催

13 令和5年8月2日 （木）第4回 理事会

14 令和5年8月10日 （木）第5回 正副会長会

第6回 正副会長会

第3回 常任理事会

ブロック別支部長会

第5回 理事会
・終了後、意見交換会
　を開催

17 令和5年10月11日 （水）第7回 正副会長会
・事業計画基本方針の検討
・予算編成方針案の検討

第8回 正副会長会
・事業計画基本方針の検討
・予算編成方針案の検討

第4回 常任理事会
・事業計画基本方針の検討
・予算編成方針案の検討

第9回 正副会長会
・次年度事業の基本方針及び
　主要施策並びに予算編成
　方針の提示

ブロック別支部長会

第6回 理事会
・次年度事業の基本方針及び
　主要施策並びに予算編成
　方針の提示

・終了後、情報交換会
　を開催

20 令和6年1月11日 （木）第10回 正副会長会
・次年度事業計画及び
　収支予算の調整

21 令和6年1月18日 （木）第5回 常任理事会
・次年度事業計画及び
　収支予算の調整

22 令和6年2月8日 （木）第11回 正副会長会
・次年度事業計画及び
　収支予算の調整

23 令和6年3月14日 （木）第12回 正副会長会
・次年度事業計画及び
　収支予算の調整

・利益相反取引の決定
・監督官庁報告の確認

24 令和6年3月21日 （木）第7回 常任理事会
・次年度事業計画及び
　収支予算の決定

・利益相反取引の決定
・監督官庁報告の確認

25 令和6年3月・未定 会計事務説明会

・支部決算報告について
　の説明
・支部次年度予算について
　の説明

ブロック別支部長会

第7回 理事会
・次年度事業計画及び
　収支予算の承認

・利益相反取引の決定
・監督官庁報告の確認

板橋法人会　正副会長会等　審議予定表

正副会長
関連事業

主な審議案件
№ 会議名開　催　日

◎1/11(木)11:00～
　税務６団体長会議
◎1/13(土)14:00～
　音楽の絵本
◎1/22(月)
　新年賀詞交歓会
◎1/23(火)
　東法連新年賀詞交歓会
　（全法連共催）

※R6.6/12 東法連通常総会
　R6.10/3
　　第40回全国大会
　　(鹿児島大会)

令和5年9月29日16

令和6年3月・未定
⇒【仮】3/28（木）

26

18

令和5年9月21日

（金）

令和5年11月16日 （木）

令和5年12月19日19 （火）

（木）15
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